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一 関 市 水 防 計 画 

第 1章 総 則 

第１節 水防計画の概要 

この計画は、水防法（昭和24年法律第193号。以下「法」という。）第32条第１項に基づ

き、大雨及び洪水による水災を警戒し、防ぎょし及びこれによる被害を軽減するため水防上

必要な監視、警戒、通信、連絡、輸送及び水門等の操作、水防のための消防機関及び水防協

力団体の活動、水防管理団体相互間の応援並びに水防に必要な器具、資材及び設備の整備と

運用、住民等の避難等について大綱を示したものである。 

 

第２節 市の水防責任 

 市は、法第３条によりその区域における水防を十分に果たすべき責任を有する。 

 

第３節 水防計画の策定及び公表 

１ この計画は、法第32条の規定に基づき定め、及び毎年検討を加え必要があると認める

ときはこれを変更する。水防計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、

災害対策基本法(昭和 36年法律第223号)第 16条第１項の規定に基づく一関市防災会議

（一関市防災会議条例参照p11）に諮るとともに、岩手県知事に協議する。 

 

２ 水防計画を定め、又は変更したときは、その要旨を公表する。 

 

第２章 水防体制 

第 1節 水防組織 

 １ 一関市水防本部 

水防事務を処理するため一関市水防本部（以下「本部」という。）を一関市消防本部防

災課に置き（電話25－0119）一関市水防支部を消防署に置く。 

ただし、事態の変化によりその設置場所を変更することがある。 

 

 (1)  設置（廃止）基準及び体制 
区分 設 置 基 準 廃 止 基 準 体  制 

①大雨警報、洪水警報、水防警報、北上川上流（磐
井川含む。）洪水注意報が発表された場合 
②長雨等による地面現象災害が多発するおそれ
があり、又は火山による災害発生のおそれがあ
り、水防本部長が必要と認める場合 
③警戒水位に達してなお増水し、警戒の措置が必
要と認められる場合 

水位が警戒水位以下
となり洪水の危険が
なくなった場合、又
は水災の危険がなく
なったと判断される
場合 

一
関
市
水
防
本
部(

支
部) 

市内に震度４又は５弱の地震が発生した場合 
(災害警戒本部を設置しない場合に限る。) 

水災の危険がなくな
ったと判断される場
合 

必要な人数をも
って、主として情
報収集にあたり、
事態の推移によ
って職員を直ち
に招集し、その他
の活動ができる
体制とする 

 (2) 災害対策本部への統合 

本部は、一関市地域防災計画に基づき市に災害警戒本部又は災害対策本部が設置され

たときは、その組織に統合されるものとする。 
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一関市災害警戒・対策本部設置（廃止）基準及び体制 

区 分 設 置 基 準 廃止基準 体  制 

一
関
市
災
害
警
戒
本
部 

①気象予警報又は洪水警報が発表されたときで、災害の
発生するおそれがあるとき 
②北上川上流洪水警報が発表されたときで、災害の発生
するおそれがあるとき 
③震度４又は５弱の地震が発生したときで、災害の発生
するおそれがあるとき 
④長雨等による災害が発生するおそれがある場合にお
いて、消防本部消防長が必要と認めたとき 
⑤大規模な火災、爆発等による災害が発生するおそれが
ある場合において、消防本部消防長が必要と認めたとき

一関市災害警
戒本部長が、警
戒の必要がな
くなったと認
めるとき 

災害警戒本部・支
部体制による 

警
戒
配
備 

①気象警報、洪水警報又は北上川上流洪水警報が発表さ
れ、相当規模の災害の発生するおそれがあると認められ
るとき 
②今後の気象情報及び水位に警戒を必要とするときで
震度４又は５弱の地震が発生し、水災の危険が予想され
るとき 
③大規模な火災、爆発により、相当規模の災害が発生す
るおそれがあると認められるとき 
④噴火に伴う臨時火山情報が発表されたとき 

災害対策本部・支
部体制の職員並
びに課等の課長
級、課長補佐級の
職員及び課長等
が指名する職員 
 

１
号
非
常
配
備 

①相当規模の災害が発生したとき 
②警戒水位に達し、さらに増水の兆しがあって災害発生
が予想され水防活動の開始が考えられるとき 
③震度５強の地震が発生したとき 

災害対策本部・支
部体制の職員並
びにすべての課
等の係長担当職
以上の職員及び
課長等が指名す
る職員 

一 

関 

市 

災 

害 

対 

策 

本 

部 ２
号
非
常
配
備 

①大災害が発生した場合において、本部のすべての組
織、機能をあげて災害応急対策を講ずる必要があると認
めるとき 
②震度６弱以上の地震が発生したとき 

一関市災害対
策本部長が、災
害が発生する
おそれがなく
なったと認め
るとき 
 

全職員 

 

 ２ 一関市水防隊 

  一関市水防隊（以下「水防隊」という。）は一関市消防団をもって充て、一関市水防隊長

（以下｢水防隊長｣という。）は一関市消防団長とする。 

 (1) 水防隊の組織については、一関市水防本部機構及び一関市水防隊機構(p13)のとおり

とする。 

 (2) 水防隊に、各地域本部長の下に、次の係を置き、その責任者及び担当者について予め

定めておくものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

係 担 当 任 務 

情報連絡係 河川、堤防、水門等の巡視等 

堤防防護係 河川、堤防、水門等の監視等（受持区域） 

輸 送 係 水防用器資材（物資）等及び人員等の輸送 

器 資材係 水防用器資材の準備、調達等 

避難誘導係 避難所等への住民等の避難誘導等 

救 助 係 災害用救助舟艇等による住民等の救助救出 
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(3) 水防隊の動員については、一関市水防隊員配備計画(p14)のとおりとする。 
 

 ３ 水防協力団体 

  水防管理者（以下「管理者」という。）は、法第36条の規定に基づき、水防協力団体を

指定する。 

 

第２節 岩手県水防本部への連絡 

情報連絡並びに雨量及び水位観測者からの連絡、その他水防に関する事項は、県南広域振

興局一関総合支局（以下「県支部」という。）に連絡するものとする。 

 

第３節 相互の協力 

 法第 23条の規定に基づき、水防のため緊急の必要があるときは、管理者は、他の水防管理

者又は市町村長に対して応援を求めることができる。 

 

第４節 執務時間外の連絡 

 執務時間外における連絡については、執務時間外における連絡系統図（p15）のとおりとす

る。 

 

第３章 堤防及び重要水防箇所の巡視並びに河川水門等の操作 

第１節 堤防巡視 

 第７章における気象に関する通知を受けた場合又は震度４以上の地震が発生し、水災の危

険が予想される場合は、消防職員又は水防隊の情報連絡係及び堤防防護係を配置して、受持

区域の堤防の巡視、監視及び警戒を実施させるとともに、常時連絡を保ち水防上危険と認め

られる箇所があれば、直ちに河川管理者に連絡をして必要な措置を求めるものとする。 

  

第２節 重要水防箇所 

 河川管理者により指定された重要水防箇所は、重要水防箇所一覧表（p16）のとおりとし、

巡視、監視及び警戒を厳重にし、水防体制を整えておくものとする。 

 

第３節 重要水防箇所評定基準 

 重要水防箇所評定基準は、重要水防箇所評定基準（p22）のとおりとする。 

 

第４節 河川水門等 

 １ 河川に設置されている樋門及び樋管等及び河川水門操作員 

河川法（昭和39年法律第167号）第 99条の規定により岩手県知事より委託された樋門

及び樋管（以下「水門等」という。）の維持又は操作を実施するため、河川水門操作員（以

下「操作員」という。）を置く。操作員は水門等付近の者を市長が委託する。 

水防協力団体 所在地 業務内容 指定日 

特定非営利活動法人 

災害サポーターシステム岩手 

盛岡市つつじヶ丘 30 の５ １ 水防に関する調査研究を行う

こと 

２ 水防に関する知識の普及及び

啓発を行うこと 

平成17年 

12月９日



 4

水門等及び操作員は、河川水門管理体制表（p24）による。 

国土交通省が所管する水門等は、河川水門管理体制表（国土交通省）（p29）による。 

 

 ２ 水門等の操作 

  操作員は、管理者の指示に従い水門等の操作等を行うものとし、その都度本部に報告す

るものとする。 

  ただし、急を要するときは操作員において臨機の処置を講ずるものとし、臨機の処置を

講じた場合は、直ちに本部に報告するものとする。本部は報告を取りまとめ、県支部に報

告するものとする。 

 

第４章 水防施設 

第１節 水防倉庫及び水防用器資材 

 １ 水防倉庫及び水防用備蓄器資材表（p30）に定めるとおり水防倉庫及び備蓄器資材を配

置する。 

 

 ２ 備蓄器資材に不足等が生じ、県で備蓄している応援器資材（県有水防倉庫の水防備蓄

器資材一覧表（p32））の使用を必要とするときは、本部は県支部に応援を要請するもの

とする。 

 

第２節 水防器資材の調達 

 １ 水防のため緊急の必要があるとき、管理者、水防隊長又は消防機関の長は、法第 28

条の規定に基づき、土地を一時使用し、土石、竹木その他資材を使用し、若しくは収用

し、車両等の運搬用機器を使用し、又は工作物その他の障害物を処分することができる。 

 

 ２ 市は、法第28条第 2項の規定に基づき、損失を受けた者に対し、時価によりその損失

を補償するものとする。 

 

３ 本部は、自動車保有状況調査表（p58）及び水防器資材業者調査表（p59）により、毎

年備蓄状況等を調査して、現状を把握しておくものとする。 

 

第３節 水防用ヘリコプターの要請 

 異常な自然現象等に伴う情報の収集並びに伝達、医療活動、人員及び物資の輸送、災害復

旧等を実施するため水防用ヘリコプターを要請した場合は、受入体制を整えるものとする。 

 ヘリポートの位置は、緊急離着陸場一覧表（p33）のとおりとする。 

 

第 5章 雨量及び水位状況の観測並びに通報連絡、周知 

第１節 雨量観測並びに通報連絡 

 １ 市内の雨量観測所は、雨量観測所一覧表（p34）のとおりで、市の管理する山目、萩荘、

花泉及び東山観測所に雨量観測員を配置する。 
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 ２ 雨量観測員は、過去24時間以内の降水量が50ミリに達したとき、又は本部の観測開

始指示を受けたときに雨量観測を開始し、１時間ごとに雨量観測結果を雨量観測記録表

（p60）に記録するとともに、毎時に本部に通報連絡する。 

 

 ３ 通報を受けた本部は、直ちに雨量、水位観測所及び連絡系統図（p36）により必要に応

じて関係機関へ通報する。 

 

第２節 水位観測並びに通報連絡 

 北上川、磐井川、吸川、千厩川、砂鉄川、夏川、金流川、山谷川、猿沢川、曽慶川及び大

川に係る水位観測所及び警戒水位等は、水位観測所一覧表（p39）のとおりとする。 

市が管理する水位観測箇所（吸川排水樋門、大森、老流量水標）の水位観測員は、増水の

おそれがある場合、又は本部の観測開始指示を受けたときに水位観測を開始し、水位の変動

を観測し、水位観測記録表（p61）に記録するとともに、水位が通報(指定)水位に達したとき

は、直ちに本部に通報する。 

その後、水位が通報水位以下になるまで毎時間観測及び通報を続け、特に本部の指示があ

るとき、又は水位の上昇が著しいときは観測時間を短縮し、その都度連絡するものとする。 

 

第 3節 水位の連絡及び住民等への周知 

 管理者は、水位観測所一覧表(p39)で定める水位観測所について、各水位観測所管理者から

水位の公表をされたときは、必要に応じて水防に関係のある機関（以下「水防関係機関」と

いう。）及び住民等へ周知するものとする。 

 水防関係機関及び連絡先は、水防関係機関及び連絡先一覧表（p40）のとおりとし、住民等

への周知方法にあっては、雨量、水位の公表要領（p42）のとおりとする。 

 

第 6章 通信連絡 

第 1節 非常扱通話 

 水防のための連絡は、主として電話にて行うこととするが、困難なときは、非常扱通話に

より行うこととする。非常扱通話は非常扱通話要領（p43）のとおりとし、電話番号一覧表は、

非常扱電話利用機関及び電話番号表（p44）のとおりとする。 

 

第２節 緊急連絡 

 １ 水防上緊急を要する通信については、その状況に応じて警察無線、警察電話、鉄道電

話、東北電力株式会社専用線及び非常電話等あらゆる機関を通じて連絡を講ずるものと

する。 

 

 ２ 立退きの指示等、特に緊急を要する場合には、ＮＨＫ盛岡放送局、ＩＢＣ岩手放送、

テレビ岩手、岩手めんこいテレビ、岩手朝日テレビ、一関ケーブルネットワーク及びエ

フエム岩手から放送する連絡方法を考慮しておくものとする。 

 

第３節 伝令 

 近距離連絡確保のため、水防情報通信発着地点、量水標、水防倉庫、水防作業の場所等に

は、連絡のため車両及び無線等の設備を必要に応じて配置する。 
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第４節 気象予警報等の連絡及び住民等への周知 

 気象業務法（昭和27年法律第165号）第15条３項の規定により、気象予警報等の通知を

受けたときは、災害情報送受信用紙（p62）に記録し、その内容を水防関係機関に連絡すると

ともに必要に応じ住民等に防災無線、広報車等を活用して周知するものとする。 

 

第 5節 水防信号 

 法第 20条の規定による警戒、出動、避難及び解除信号は、水防信号（昭和36年岩手県告

示第437号 p45）のとおりとする。 

 
第7章 水防上必要な気象注意報及び情報並びに洪水予報及び水防警報等の連
絡、広報 

 
第１節 水防上必要な予警報の広報 
 本部は、気象及び洪水等についての水防上必要な情報及び警報の通知を受けたときは、状

況及び必要に応じて、水防関係機関に連絡するとともに、防災無線、広報車等を活用して住

民等へ周知するものとする。 

 

第２節 洪水予報 

 北上川上流（磐井川を含む。）洪水予報の連絡を受けたときは、状況及び必要に応じて、水

防関係機関に連絡するとともに、防災無線、広報車等を活用して住民等へ周知するものとし、

伝達系統図は、北上川上流（磐井川を含む。）洪水予報の伝達系統図（p46）のとおりとする。 

 

第３節 水防警報 

 国土交通大臣又は岩手県知事が指定した河川について、水防警報の通知を受けたときは、

状況及び必要に応じて、水防関係機関に連絡するとともに、防災無線、広報車等を活用して

住民等へ周知するものとし、伝達系統は、北上川上流(磐井川を含む。)水防警報の伝達系統

図（p47）及び砂鉄川水防警報及び特別警戒水位情報の伝達系統図(p48)のとおりとする。 

 

 １ 国土交通大臣が行う水防警報 

(1) 河川名 

  本川  北上川（岩手県分） 

   左岸 盛岡市上田字岩脇町 14 番の２地先（四十四田ダム下流 700ｍ）から岩手・宮城県境まで  

   右岸 盛岡市下厨川字赤平 4番地先（四十四田ダム下流 700ｍ）から岩手・宮城県境まで 

  支川  磐井川 

   左岸 一関市山目字里前50番１地先 黒沢橋下流から北上川合流点まで 

   右岸 一関市萩荘字中町40番の１地先 黒沢橋下流から北上川合流点まで 

  (2) 水防警報の対象となる水位観測所（岩手県分） 

河川名 観測所名 零点髙標高(m) 指定水位(m) 警戒水位(m) 危険水位(m)

北上川 舘坂橋(盛岡) 121.000 1.4 2.0 2.8 

北上川 明治橋(盛岡) 116.430 0.8 1.4 3.0 

北上川 紫波橋(紫波) 89.700 1.7 2.9 4.4 

北上川 朝日橋(花巻) 64.700 2.0 3.0 5.1 

北上川 男 山(北上) 49.350 2.4 3.3 4.1 
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北上川 桜木橋(水沢) 33.740 2.2 2.9 5.5 

北上川 大曲橋(前沢) 22.500 2.3 3.0 5.8 

北上川 狐禅寺(一関) 10.570 5.0 7.0 12.8 

北上川 諏訪前(川崎) 8.107 4.0 5.5 8.7 

磐井川 釣 山(一関) 20.580 1.8 2.6 6.0 

警戒水位は、北上川上流(磐井川を含む。)洪水注意報を発令する基準。 

危険水位は、北上川上流(磐井川を含む。)洪水警報を発令する基準。 

(3) 各対象水位観測所の水防警報の範囲 

河川名 観測所名 準 備 出 動 解 除 情 報 

北上川 舘坂橋(盛岡) 

水位 2.00m に達し、なお

上昇のおそれがあり水防

隊の出動準備の必要があ

ると認められるとき。 

水位 2.50m に達し、なお

上昇のおそれがあり水防

隊の出動の必要があると

認められるとき。 

水防作業の

必要がなく

なったとき 

水防活動

に必要が

あるとき 

北上川 明治橋(盛岡) 〃 1.40m 〃 〃 2.00m 〃 〃 〃 

北上川 紫波橋(紫波) 〃 2.20m 〃 〃 3.00m 〃 〃 〃 

北上川 朝日橋(花巻) 〃 3.00m 〃 〃 4.00m 〃 〃 〃 

北上川 男 山(北上) 〃 3.30m 〃 〃 4.00m 〃 〃 〃 

北上川 桜木橋(水沢) 〃 2.90m 〃 〃 3.60m 〃 〃 〃 

北上川 大曲橋(前沢) 〃 3.00m 〃 〃 4.00m 〃 〃 〃 

北上川 狐禅寺(一関) 〃 7.00m 〃 〃 8.00m 〃 〃 〃 

北上川 諏訪前(川崎) 〃 5.50m 〃 〃 7.00m 〃 〃 〃 

磐井川 釣 山(一関) 〃 1.80m 〃 〃 2.60m 〃 〃 〃 

  (4) 担当機関名 

   東北地方整備局岩手河川国道事務所 

 

 ２ 岩手県知事が行う砂鉄川水防警報 

  ( 1 ) 河川名 北上川水系砂鉄川 

左岸 一関市大東町大原字八幡舘22番 10地先(舘下橋)から 

一関市大東町大原字若宮35番地先(牧田橋)まで 

   右岸 一関市大東町大原字長泉寺８番２地先(舘下橋）から 

一関市大東町大原字下鳥神21番 12地先(牧田橋)まで 

  (2) 水防警報の対象となる水位観測所 

河川名 観測所名 零点髙標高(m) 指定水位(m) 警戒水位(m) 

砂鉄川 川 内 138.813 1.2 1.7 

( 3 ) 各対象水位観測所の水防警報の範囲 

河川名 観測所名 準 備 出 動 解 除 情 報

砂鉄川 川 内 

水位 1.2m に達し、なお

上昇のおそれがあり水

防隊の出動準備の必要

があると認められると

き。 

水位 1.7m に達し、なお

上昇のおそれがあり水

防隊の出動の必要があ

ると認められるとき。 

水防作業

の必要が

なくなっ

たとき 

水防活動

に必要が

あるとき

  (4) 担当機関名 

   県南広域振興局一関総合支局土木部千厩土木センター 
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第４節 水位情報の通知及び周知 

 岩手県知事が指定した河川について特別警戒水位情報の通知を受けたときは、水防関係機

関及び住民等へ周知するものとする(洪水情報に準ずる)。その際の伝達系統は、砂鉄川水防

警報及び特別警戒水位情報の伝達系統図(p48)によるものとする。また、吸川に増水の恐れが

あるときは、吸川監視計画(p49)により水位を監視するとともに、必要に応じて水防関係機関

及び住民等へ周知するものとする。 

 

１ 岩手県知事が行う水位情報の通知及び周知 

  (1) 河川名 

   砂鉄川 

  (2) 対象となる水位観測所 
河 川 名 観測所名 特別警戒水位(m) 
砂 鉄 川 川   内 2.2 

  (3) 担当機関名 

   県南総合振興局一関総合支局土木部千厩土木センター 

 

２ 市長が行う水位情報の監視体制及び周知 

(１) 河川名 

 吸川 一関市三関地区（磐井川合流点付近） 

  (2) 対象となる水位観測地点 

   吸川排水樋門水位観測地点 

※水位監視体制及び住民への周知体制は吸川監視計画（p49）によるものとする。 

  (３) 担当機関名 

   一関市 

 

第 8章 堤防に関する状況報告、警戒、出動、水防開始、決壊の通報、避難立
退き及び救助 

 
第 1節 堤防異常等の報告 
 管理者は、堤防等に異常を発見したとき等、次の状況が生じた場合は、直ちに県支部及び

国土交通省岩手河川国道事務所にその状況について報告するものとする。 

 １ 堤防に異常を発見したとき（その状況と措置の概況を含む。） 

 ２ 水防隊が出動したとき（巡視、監視を除く。） 

 ３ 水防作業を開始したとき 

 

第２節 警戒体制、出動及び水防開始 

 １ 管理者は、雨量、水位及び水防上必要な情報等の報告又は通知を受けたとき、又は大

雨のおそれがあり、災害の発生が予想されるときは、警戒体制を確立し、水防隊長に出

動又は水防活動の準備を指示する。 

 

２ 警戒水位に達したときの警戒体制 

  管理者は、警戒水位に達し、なお増水し、水防の処置が必要と認められる場合には直ち

に水防隊長に水防隊の出動等を行うよう指示する。 
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第３節 決壊の通報及び立退き等の指示 

堤防の決壊が予想される場合及び決壊した場合又はこれに準ずる事態が発生した場合には、

直ちにその旨を氾濫が予想される地域の住民等に周知し、又は立退きを指示し、その旨を県

支部、隣接水防管理団体、管轄警察署に通報する。 

また、管理者は水防隊長に水防隊による水防活動の開始を指示する。 

 

第４節 避難立退き等 

 １ 立退きを指示した場合の立退き先(避難所等)及び当該避難所等の避難対象地域は避難

所等一覧表（p50）のとおりとする。 

 

 ２ 立退きをする場合の経路について陸路のみでは困難な場合は、災害用救助舟艇等を活

用する。保管及び配備は、災害用救助舟艇保管場所一覧表（p54）のとおりとする。 

 

第９章 自衛隊派遣の要請 

１ 洪水に際しその被害が甚大であると予想され、市のみでは災害を防止することができず、

人命又は財産の保護のため必要があると認める場合には、自衛隊法（昭和29年法律第165

号）第 83条の規定に基づき岩手県知事に対し、部隊等の派遣を要請する。 

 

２ 状況が緊迫し、管理者が岩手県知事に連絡のいとまがなく、真に事情やむを得ない場合

に限り、緊急措置として、管理者が防衛庁長官又はその指定部隊に対し、その旨及び災害

の状況を通知できるものとする。 

  ただし、この場合は遅滞なくその経緯を岩手県知事へ報告しなければならない。 

 

  派遣要請手続フロー 

 

 (上記２に該当する場合) 

 

 

 

 

 

 

第10章 公用負担 

第 1節 公用負担命令権限証 

 法第 28条の規定により、公用負担を命ずる権限を行使する者は、管理者、水防隊長又は消

防機関の長で、その身分を示す証明書を、その他これ等の者の委任を受けた者にあっては、

公用負担命令権限証（p56）を携行し、必要ある場合はこれを提示するものとする。 

 

第２節 公用負担命令票 

 法第 28条の規定により、公用負担を命ずる権限を行使する際は、原則として公用負担命令

票（p56）を目的物の所有者、管理者又はこれに準ずる者に提出しなければならない。 

第９師団長 

 

青森市 

浪 館 

岩手駐屯地司令 

岩手郡滝沢村一本木

電話 

019-688-4311 

岩手県知事 

電話 

019-651-3111

水防管理者 
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第11章 優先通行標識及び身分証票 

第１節 優先通行標識 

 法第 18条に定める標識は、優先通行標識（p57）のとおりとする。 

 

第２節 身分証票 

 法第 49条第２項における証票は、身分証票（p57）のとおりとし、消防本部消防吏員にあ

っては消防手帳とする。 

 

第12章 水防活動実施報告、水防功労者推薦及び公務災害補償 

第１節 水防活動実施報告 

 消防署長及び水防隊長は、水防作業を行った都度水防活動実施報告書（p63）により、本部

に報告する。 

管理者は所定の期日までに水防活動実施報告書を取りまとめ、岩手県知事に報告する。 

 

第２節 水防功労者推薦 

 管理者は、水防作業において、特に功労のあった個人を、水防作業終了後速やかに水防功

労者推せん（p66）により岩手県知事あてに推薦することができる。 

 

第３節 公務災害補償 

 水防隊員及び水防従事者が、水防作業に従事したことにより損害を被った場合には、市町

村消防団員等公務災害補償条例（平成元年岩手県市町村総合事務組合条例第６号）に基づき

その損害を補償する。 

 

第13章 水防訓練計画 

法第35条に基づき、毎年水防に関する訓練計画を定め、水防訓練を実施する。 

 

 

附 則 

 この計画は、平成18年８月１日から施行する。 



 

 

 

 

 

 

資 料 ・ 様 式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（資 料）  

１ 一関市防災会議条例 p11 

２ 一関市水防本部機構及び一関市水防隊機構 p13 

３ 一関市水防隊配備計画 p14 

４ 執務時間外における連絡系統図 p15 

５ 重要水防箇所一覧表 p16 

６ 重要水防箇所評定基準 p22 

７ 河川水門管理体制表 p24 

８ 河川水門管理体制表(国土交通省) p29 

９ 水防倉庫及び水防用備蓄資材一覧表 p30 

10 県有水防倉庫の水防備蓄器資材一覧表 p32 

11 緊急離着陸場一覧表 p33 

12 雨量観測箇所一覧表 p34 

13 雨量、水位観測所及び連絡系統図 p36 

14 水位観測箇所一覧表 p39 

15 水防関係機関及び連絡先一覧表 p40 

16 雨量、水位の公表要領 p42 

17 非常扱通話要領 p43 

18 非常扱電話利用機関及び電話番号表 p44 

19 水防信号 p45 

20 北上川上流(磐井川を含む。)洪水予報の伝達系統図 p46 

21 北上川上流(磐井川を含む。)洪水警報の伝達系統図 p47 

22 砂鉄川水防警報及び特別警戒水位情報の伝達系統図 p48 

23 吸川監視計画 p49 

24 避難所等一覧表 p50 

25 災害用救助舟艇保管場所一覧表 p54 

26 公用負担命令権限証 p56 

27 公用負担命令票 p56 

28 優先通行標識 p57 

29 身分証票 p57 

 

（様 式） 

様式１ 自動車保有状況調査表 p58 

様式２ 水防器資材業者調査表 p59 

様式３ 雨量観測記録表 p60 

様式４ 水位観測記録表 p61 

様式５ 災害情報送受信用紙 p62 

様式６ 水防活動実施報告書 p63 

様式７ 水防功労者推せん p66 
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○一関市防災会議条例 

平成17年9月20日 

条例第203号 

 

(趣旨) 

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基

づき、一関市防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織に関し必要

な事項を定めるものとする。 

 

(所掌事務) 

第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。 

(1) 一関市地域防災計画を作成し、その実施を推進すること。 

(2) 一関市水防計画を調査審議すること。 

(3) 市の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害に関する情報を収集

すること。 

(4) 前3号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属す

る事務に関すること。 

 

(会長及び委員) 

第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。 

2 会長は、市長をもって充てる。 

3 会長は、会務を総理する。 

4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。 

5 委員は、その定数を35人以内とし、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は

任命する者をもって充てる。 

(1) 指定地方行政機関の職員 

(2) 岩手県の知事の部内の職員 

(3) 岩手県警察の警察官 

(4) 市長の部内の職員 

(5) 教育長 

(6) 消防長 

(7) 消防団長 

(8) 指定公共機関又は指定地方公共機関の役員又は職員 

(9) その他市長が必要と認める者 

6 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とす

る。 

7 前項の委員は、再任されることができる。 

 

(専門委員) 

第4条 防災会議に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。 
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2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、岩手県の職員、市の職員、関係指定公共

機関の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから、市長

が委嘱し、又は任命する。 

3 前項の委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるもの

とする。 

 

(委任) 

第5条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し

必要な事項は、会長が防災会議に諮って定める。 

 

附 則 

この条例は、平成17年9月20日から施行する。 
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一 関 市 水 防 隊 員 配 備 計 画 

 

区分 役  職 ・ 係 任 務 

水 防 隊 長 水防管理者の警戒配備指令を受け、水防隊本部員及び各地域本部
長に招集を命ずる。 

各 地 域 本 部 長 担当河川の警戒に必要な数の係員を招集し警戒体制を整える。 

水 防 隊 本 部 水防隊の警戒配備体制の確立、水防本部及び各地域の連絡調整。

情報連絡係（必要数） 地域における水防巡視及び情報の収集及び連絡（パトロール） 

堤防防護係（必要数） 受持区域の河川における水防監視 

警
戒
配
備
体
制 

そ の 他 の 係 情報の収集に努め、招集に即応できるよう待機する。 

水 防 隊 長 水防管理者の第１非常配備指令を受け、各地域本部長に水防隊員
の第１非常招集を命ずる。 

各 地 域 本 部 長 輸送係、器資材係を招集し、任務に就かせるとともに、避難誘導
係及び救助係に待機を命ずる。 

水 防 隊 本 部 市内すべての水防隊の配備状況の把握及び連絡及び地域を越えた
退院等の動員調整。 

情報連絡係（全員） 係員全員で任務に当たる。 

堤防防護係（全員） 係員全員で任務に当たる。 

輸 送 係 人員、水防用器資材等の搬送及び必要数の車両の確保、調達を実
施する。 

器 資 材 係 水防倉庫に備蓄してある水防用器資材等の準備、不足する器資材
の調達及び運搬 

避 難 誘 導 係 住民広報の準備、及び避難誘導（勧告・指示）予定地域の把握等

第
１
非
常
配
備
体
制 

救 助 係 災害用救助舟艇等の準備、運搬等 

水 防 隊 長 水防管理者の第２非常配備指令を受け、各地域本部長に水防隊員
の第２非常招集を命ずる。 

各 地 域 本 部 長 全隊員を招集し、出動させ全力を挙げて水防作業に当たるよう命
ずる。 

水 防 隊 本 部 市内すべての水防隊の水防活動状況の把握及び地域を越えた隊員
等の動員調整 

情 報 連 絡 係 哨警及び伝令等必要に応じ役割分担し、全力を挙げて水防情報の
収集、連絡を実施する。 

堤 防 防 護 係 各種工法を実施し、全力を挙げて堤防の防護に当たる。 

器 資 材 係 準備した水防用器資材を工法実施場所へ運搬する。 

避 難 誘 導 係 避難区域の住民等の立退きの伝達及び避難誘導を実施する。 

第
２
非
常
配
備
体
制 

救 助 係 災害用救助舟艇により住民等を救助し、避難所等へ誘導する。 
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0

0
0

0
0

滝
沢
川

県
狐
禅
寺

左
堤
防
高
　
無
堤
一
1
8
0
0

滝
沢
川

県
宇
南
田

右
堤
防
高
　
無
堤
一
2
8
0
0

1
,
6
0
0
0

0
0

0
0

0
0

中
江
川

県
鶴
巻

左
堤
防
高
　
無
堤
一
1
1
,
0
0
0

中
江
川

県
鶴
巻

右
堤
防
高
　
無
堤
一
2
1
,
0
0
0

2
,
0
0
0
0

0
0

0
0

0
0

中
江
川
　
計

小
猪
岡
川
　
計

山
谷
川
　
計

番
台
川
　
計

滝
沢
川
　
計

久
保
川
　
計

市
野
々
川
　
計
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図
面

番
号

堤
防
Ｂ

（
ｍ
）
(
他
の
評
価

と
重
複
）

河 川 名
評
価
種
別

管 理
(
他
の
評
価

と
重
複
）
工
作
物
Ａ

(
箇
所
）

対
策
水
防
工
法

地
区
名

左 右 岸

重
要
度
Ａ
区
間

重
要
度
Ｂ
区
間

要
注
意
区
間

堤
防
Ａ

（
ｍ
）

工
作
物
Ｂ

(
箇
所
）

新
堤
防
･

旧
河
川

（
ｍ
）

工
事
施
工
･

破
堤
跡
･
陸
閘

（
箇
所
）

夏
川

県
太
田
沼
～
花
次

左
堤
防
高

一
1

2
,
2
9
0

積
土
の
う
工

夏
川

県
太
田
沼
～
花
次

左
新
堤
防

一
2

2
,
2
1
0

シ
ー
ト
張
工

夏
川

県
太
田
沼
～
花
次

左
堤
防
断
面

一
3

(
8
0
)

シ
ー
ト
張
工

夏
川

県
白
浜

左
漏
水

一
4

(
1
8
0
)

夏
川

県
貝
鳥

左
漏
水

一
5

(
5
0
0
)

月
の
輪
工

夏
川

県
飛
ヶ
沢

左
漏
水

一
6

(
8
0
)

月
の
輪
工

夏
川

県
貝
鳥
～
花
次

左
水
衝
洗
堀

一
7

(
1
,
8
0
0
)

木
流
し
工

夏
川

県
太
田
沼
～
花
次

左
堤
防
断
面

一
8

(
2
1
0
)

シ
ー
ト
張
工

0
0

0
2
,
2
9
0
(
2
,
8
5
0
)
0
2
,
2
1
0
0

磯
田
川

県
白
浜
～
蒲
沢

左
堤
防
高

一
1

2
,
2
0
0

積
土
の
う
工

磯
田
川

県
白
浜
～
蒲
沢

左
堤
防
断
面

一
2

(
2
,
2
0
0
)

シ
ー
ト
張
工

磯
田
川

県
日
向
平

左
堤
防
高

一
3

2
,
2
0
0

積
土
の
う
工

磯
田
川

県
日
向
平

右
堤
防
断
面

一
4

(
2
,
2
0
0
)

シ
ー
ト
張
工

磯
田
川

県
大
石
沢

左
堤
防
高
　
無
堤
一
5
2
,
2
0
0

磯
田
川

県
油
島

右
堤
防
高
　
無
堤
一
6
2
,
2
0
0

磯
田
川

県
蒲
沢

左
新
堤
防

一
7

6
3
0

シ
ー
ト
張
工

磯
田
川

県
多
郷
田

右
新
堤
防

一
8

5
6
0

シ
ー
ト
張
工

4
,
4
0
0
0

0
4
,
4
0
0
(
4
,
4
0
0
)
0
1
,
1
9
0
0

上
油
田
川

県
西
風
谷
地

左
堤
防
断
面

一
1

1
,
9
0
0

シ
ー
ト
張
工

上
油
田
川

県
築
道

右
堤
防
断
面

一
2

1
,
9
0
0

シ
ー
ト
張
工

上
油
田
川

県
日
向

左
堤
防
高

一
3

1
,
2
0
0

積
土
の
う
工

上
油
田
川

県
西
風

右
堤
防
高

一
4

1
,
2
0
0

積
土
の
う
工

0
0

0
6
,
2
0
0
0

0
0

0

刈
生
沢
川

県
刈
生
沢
川

左
堤
防
断
面

一
1

2
,
2
0
0

シ
ー
ト
張
工

刈
生
沢
川

県
刈
生
沢
川

右
堤
防
断
面

一
2

2
,
2
0
0

シ
ー
ト
張
工

0
0

0
4
,
4
0
0
0

0
0

0

金
流
川

県
日
向

左
堤
防
高
　
無
堤
一
1
2
,
3
0
0

金
流
川

県
日
向

右
堤
防
高
　
無
堤
一
2
2
,
3
0
0

4
,
6
0
0
0

0
0

0
0

0
0

刈
生
沢
川
　
計

金
流
川
　
計

夏
川
　
計

磯
田
川
　
計

上
油
田
川
　
計
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図
面

番
号

堤
防
Ｂ

（
ｍ
）
(
他
の
評
価

と
重
複
）

河 川 名
評
価
種
別

管 理
(
他
の
評
価

と
重
複
）
工
作
物
Ａ

(
箇
所
）

対
策
水
防
工
法

地
区
名

左 右 岸

重
要
度
Ａ
区
間

重
要
度
Ｂ
区
間

要
注
意
区
間

堤
防
Ａ

（
ｍ
）

工
作
物
Ｂ

(
箇
所
）

新
堤
防
･

旧
河
川

（
ｍ
）

工
事
施
工
･

破
堤
跡
･
陸
閘

（
箇
所
）

砂
鉄
川

国
川
崎

左
新
堤
防

国
－
1
2

9
7
0

シ
ー
ト
張
工

砂
鉄
川

国
宮
畑

左
新
堤
防

国
－
2

2
,
3
5
0

シ
ー
ト
張
工

砂
鉄
川

国
針
山

右
新
堤
防

国
－
3

2
,
8
4
0

砂
鉄
川

国
岩
ノ
下

右
新
堤
防

国
－
4

2
,
0
0
0

シ
ー
ト
張
工

砂
鉄
川

国
根
岸

左
新
堤
防

国
－
5

2
,
0
0
0

シ
ー
ト
張
工

砂
鉄
川

国
川
崎

左
堤
防
高

国
－
1
2

9
7
0

積
土
の
う
工

砂
鉄
川

国
宮
畑

左
堤
防
高

国
－
2

2
,
3
5
0

積
土
の
う
工

砂
鉄
川

国
根
岸

左
堤
防
高

国
－
3

2
,
0
0
0

積
土
の
う
工

砂
鉄
川

国
針
山

右
堤
防
高

国
－
4

2
,
8
4
0

積
土
の
う
工

砂
鉄
川

国
岩
ノ
下

右
堤
防
高

国
－
5

2
,
0
0
0

積
土
の
う
工

砂
鉄
川

国
岩
ノ
下

右
堤
防
断
面

国
－
6

(
1
,
7
5
0
)

シ
ー
ト
張
工

砂
鉄
川

県
松
川
駅
向
～
山
谷
川
合
流
点
右
堤
防
高
　
無
堤
千
1
7
0
0

積
土
の
う
工

砂
鉄
川

県
山
谷
川
合
流
点
～
下
の
橋
右
堤
防
高

千
2

5
1
5

積
土
の
う
工

砂
鉄
川

県
長
坂
町
裏
～
猊
鼻
渓
入
口
左
堤
防
高

千
3

8
5
0

積
土
の
う
工

砂
鉄
川

県
西
本
町
～
J
R
砂
鉄
川
第
２
橋
梁
右
堤
防
高

千
4

3
2
0

積
土
の
う
工

砂
鉄
川

県
牧
田
橋
～
若
宮

右
堤
防
高
　
無
堤
千
5
1
0
0

積
土
の
う
工

砂
鉄
川

県
西
口
橋
～
立
町
裏
橋
右
堤
防
高

千
6
1
5
0

積
土
の
う
工

砂
鉄
川

県
清
水
田
橋
～
舘
下
橋
右
堤
防
高
　
無
堤
千
7
7
0
0

積
土
の
う
工

砂
鉄
川

県
松
川
～
卯
入
道
平
左
新
堤
防

千
1

1
,
2
0
0

砂
鉄
川

県
三
室

右
新
堤
防

千
2

6
0
0

砂
鉄
川

県
長
坂
町
裏

左
新
堤
防

千
3

1
5
0

砂
鉄
川

県
山
谷
川
合
流
点
～
下
の
橋
右
新
堤
防

千
4

2
8
5

砂
鉄
川

県
長
坂
町
裏
～
猊
鼻
渓
入
口
左
新
堤
防

千
5

6
5
0

砂
鉄
川

県
野
谷
起
～
羽
根
堀
左
新
堤
防

千
6

1
,
2
0
0

砂
鉄
川

県
羽
根
堀

右
新
堤
防

千
7

2
0
0

砂
鉄
川

県
東
本
町

右
新
堤
防

千
8

1
8
0

1
,
6
5
0
0

0
1
1
,
8
4
5
(
1
,
7
5
0
)
0
1
4
,
6
2
5
0

砂
鉄
川
　
計
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図
面

番
号

対
策
水
防
工
法

地
区
名

左 右 岸

重
要
度
Ａ
区
間

重
要
度
Ｂ
区
間

要
注
意
区
間

堤
防
Ａ

（
ｍ
）

工
作
物
Ｂ

(
箇
所
）

新
堤
防
･

旧
河
川

（
ｍ
）

工
事
施
工
･

破
堤
跡
･
陸
閘

（
箇
所
）

(
他
の
評
価

と
重
複
）
工
作
物
Ａ

(
箇
所
）
堤
防
Ｂ

（
ｍ
）
(
他
の
評
価

と
重
複
）

河 川 名
評
価
種
別

管 理

猿
沢
川

県
砂
鉄
川
合
流
点
～
東
本
町
橋
右
新
堤
防

千
1

4
6
0

猿
沢
川

県
砂
鉄
川
合
流
点
～
東
本
町
橋
右
新
堤
防

千
2

2
9
0

猿
沢
川

県
砂
鉄
川
合
流
点
～
東
本
町
橋
左
新
堤
防

千
3

7
8
0

猿
沢
川

県
砂
鉄
川
合
流
点
～
東
本
町
橋
右
新
堤
防

千
4

5
0

猿
沢
川

県
砂
鉄
川
合
流
点
～
東
本
町
橋
左
新
堤
防

千
5

2
0

0
0

0
0

0
0
1
,
6
0
0
0

山
谷
川

県
砂
鉄
川
合
流
点
～
滝
の
沢
頭
首
工
左
堤
防
高
　
無
堤
千
1
6
0
0

山
谷
川

県
砂
鉄
川
合
流
点
～
滝
の
沢
頭
首
工
右
堤
防
高
　
無
堤
千
2
6
0
0

山
谷
川

県
南
山
谷
～
山
谷
橋
左
堤
防
高
　
無
堤
千
3
7
0
0

山
谷
川

県
南
山
谷
～
山
谷
橋
右
堤
防
高
　
無
堤
千
4
7
0
0
2
,
6
0
0
0

0
0

0
0

0
0

曽
慶
川

県
砂
鉄
川
合
流
点
～
日
の
出
橋
左
堤
防
高
　
無
堤
千
1
1
,
3
0
0
1
,
3
0
0
0

0
0

0
0

0
0

千
厩
川

県
薄
衣
～
砂
子
田

左
堤
防
高
　
無
堤
千
1
3
6
0

積
土
の
う
工

千
厩
川

県
薄
衣
～
砂
子
田

右
堤
防
断
面

千
2

3
0
0

シ
ー
ト
張
工

千
厩
川

県
東
小
田
橋
～
久
伝
橋
右
堤
防
高
　
無
堤
千
3
7
6
5

積
土
の
う
工

千
厩
川

県
東
小
田
橋
～
久
伝
橋
左
堤
防
高
　
無
堤
千
4
8
8
5

積
土
の
う
工

千
厩
川

県
四
日
町
橋
～
み
ど
り
橋
右
堤
防
高

千
5
4
1
2

積
土
の
う
工

千
厩
川

県
白
山
橋
～
四
日
町
橋
左
堤
防
高

千
6
5
1
0

積
土
の
う
工

千
厩
川

県
四
日
町
橋

工
作
物
　
橋
梁
千
7

1
千
厩
川

県
み
ど
り
橋
～
構
井
田
右
堤
防
高
　
無
堤
千
8
1
7
5

積
土
の
う
工

千
厩
川

県
み
ど
り
橋
～
構
井
田
左
堤
防
高
　
無
堤
千
9
2
8
5

積
土
の
う
工

千
厩
川

県
J
R
千
厩
橋
梁
～
西
中
沢
橋
左
堤
防
高
　
無
堤
千
1
0
1
0
0

積
土
の
う
工

千
厩
川

県
刈
屋
野
～
寺
ノ
沢
右
堤
防
高
　
無
堤
千
1
1
1
,
5
0
0

積
土
の
う
工

千
厩
川

県
刈
屋
野
～
寺
ノ
沢
左
堤
防
高
　
無
堤
千
1
2
1
,
5
0
0

積
土
の
う
工

千
厩
川

県
刈
屋
野

左
新
堤
防

千
1

1
,
4
5
0

千
厩
川

県
刈
屋
野

右
新
堤
防

千
2

1
,
4
5
0

千
厩
川

県
寺
ノ
沢

左
新
堤
防

千
3

8
5
0

千
厩
川

県
寺
ノ
沢

右
新
堤
防

千
4

8
5
0

1
4
,
2
9
2
0

1
3
0
0
0

0
4
,
6
0
0
0

大
川

県
大
里
橋
～
月
山
下
頭
首
工
左
堤
防
高
　
無
堤
千
1
2
,
3
0
0
2
,
3
0
0
0

0
0

0
0

0
0

2
2
,
7
5
2
(
2
,
3
3
0
)
2
7
,
8
7
0
(
1
,
8
9
0
)
0
1
3
,
9
5
0
6

一
関
市
内
　
計

猿
沢
川
　
計

山
谷
川
　
計

曽
慶
川
　
計

千
厩
川
　
計

大
川
　
計
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№
水
門
名

河
川
名
管
理
者
管
理
受
託
者
№

水
門
名

河
川
名
管
理
者
管
理
受
託
者

河
 
川
 
水
 
門
 
管
 
理
 
体
 
制
 
表

一
1
寺
裏
樋
門

滝
沢
川
岩
手
県
(
一
）

一
2
1
要
害
の
７
樋
管

本
寺
川
岩
手
県
(
一
）
一
関
市
長

一
2
川
口
樋
管

滝
沢
川
岩
手
県
(
一
）

一
2
2
要
害
の
８
樋
管

本
寺
川

一
3
松
原
の
1
樋
管

久
保
川
岩
手
県
(
一
）

一
4
松
原
の
2
樋
管

久
保
川
岩
手
県
(
一
）

一
5
松
原
の
3
樋
管

久
保
川
岩
手
県
(
一
）

一
6
松
原
の
4
樋
管

久
保
川
岩
手
県
(
一
）

一
7
松
原
の
5
樋
管

久
保
川
岩
手
県
(
一
）

一
8
新
山
樋
管

久
保
川
岩
手
県
(
一
）

一
9
達
古
袋
樋
管

久
保
川
岩
手
県
(
一
）

一
1
0
千
代
田
樋
管

新
山
川
岩
手
県
(
一
）

一
1
1
丸
福
の
2
樋
管

新
山
川
岩
手
県
(
一
）

一
1
2
山
谷
樋
管

山
谷
川
岩
手
県
(
一
）

一
1
3
仲
田
樋
管

山
谷
川
岩
手
県
(
一
）

一
1
4
宮
田
樋
管

滝
沢
川
岩
手
県
(
一
）

一
1
5
要
害
樋
管

本
寺
川
岩
手
県
(
一
）

一
1
6
要
害
の
1
樋
管

本
寺
川
岩
手
県
(
一
）

一
1
7
要
害
の
３
樋
管

本
寺
川
岩
手
県
(
一
）

一
1
8
要
害
の
４
樋
管

本
寺
川
岩
手
県
(
一
）

一
1
9
要
害
の
５
樋
管

本
寺
川
岩
手
県
(
一
）

一
2
0
要
害
の
６
樋
管

本
寺
川
岩
手
県
(
一
）

岩
手
県
(
一
）

一
2
3
要
害
の
９
樋
管

本
寺
川
岩
手
県
(
一
）

一
2
4
宮
田
樋
管

滝
沢
川
岩
手
県
(
一
）

岩
手
県
(
一
）

一
2
5
宮
田
樋
管

滝
沢
川
岩
手
県
(
一
）

一
2
6
日
影
樋
管

滝
沢
川

一
2
7
宮
田
樋
管

滝
沢
川
岩
手
県
(
一
）

一
2
8
宮
田
樋
管

滝
沢
川
岩
手
県
(
一
）

一
2
9
要
害
の
1
0
樋
管

本
寺
川
岩
手
県
(
一
）

一
3
0
要
害
の
1
1
樋
管

本
寺
川
岩
手
県
(
一
）

一
3
1
要
害
の
1
2
樋
管

本
寺
川
岩
手
県
(
一
）

一
3
2
要
害
の
1
3
樋
管

本
寺
川
岩
手
県
(
一
）

一
3
3
宮
田
橋
下
樋
管

滝
沢
川
岩
手
県
(
一
）

一
3
4
駒
場
橋
下
樋
管

滝
沢
川
岩
手
県
(
一
）

一
3
5
中
蘇
根
樋
管

山
谷
川
岩
手
県
(
一
）

一
3
6
宮
田
橋
下
の
１
樋
管

滝
沢
川
岩
手
県
(
一
）

一
3
7
要
害
の
1
0
樋
管

本
寺
川
岩
手
県
(
一
）

一
3
8
宇
南
田
１
樋
管

中
江
川
岩
手
県
(
一
）

一
3
9
鶴
巻
１
樋
管

中
江
川
岩
手
県
(
一
）

一
4
0
宇
南
田
２
樋
管

中
江
川
岩
手
県
(
一
）

一
関
市
長

一
関
市
長

一
関
市
長

一
関
市
長

一
関
市
長

一
関
市
長

一
関
市
長

一
関
市
長

一
関
市
長

一
関
市
長

一
関
市
長

一
関
市
長

一
関
市
長

一
関
市
長

一
関
市
長

一
関
市
長

一
関
市
長

一
関
市
長

一
関
市
長

一
関
市
長

一
関
市
長

一
関
市
長

一
関
市
長

一
関
市
長

一
関
市
長

一
関
市
長

一
関
市
長

一
関
市
長

一
関
市
長

一
関
市
長

一
関
市
長

一
関
市
長

一
関
市
長

一
関
市
長

一
関
市
長

一
関
市
長

一
関
市
長

一
関
市
長

一
関
市
長
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№
水
門
名

河
川
名
管
理
者
管
理
受
託
者
№

水
門
名

河
川
名
管
理
者
管
理
受
託
者

一
4
1
鶴
巻
2
樋
管

中
江
川
岩
手
県
(
一
）

一
4
2
駒
下
下
の
橋
下
樋
管

番
台
川
岩
手
県
(
一
）

一
4
3
町
田
橋
上
１
樋
管

番
台
川
岩
手
県
(
一
）

一
4
4
町
田
橋
上
２
樋
管

番
台
川
岩
手
県
(
一
）

一
4
5
町
田
橋
上
３
樋
管

番
台
川
岩
手
県
(
一
）

一
4
6
町
田
橋
上
４
樋
管

番
台
川
岩
手
県
(
一
）

一
4
7
鶴
巻
樋
管

中
江
川
岩
手
県
(
一
）

花
1
川
ノ
口
樋
門

金
流
川
岩
手
県
(
花
）

花
2
川
ノ
口
樋
門

金
流
川
岩
手
県
(
花
）

花
3
下
吉
田
樋
門

金
流
川
岩
手
県
(
花
）

花
4
中
吉
田
樋
門

金
流
川
岩
手
県
(
花
）

花
5
石
畳
樋
門

金
流
川
岩
手
県
(
花
）

花
6
上
三
ノ
町
樋
門

金
流
川
岩
手
県
(
花
）

花
7
水
沢
土
手
外
樋
門

金
流
川
岩
手
県
(
花
）

花
8
天
神
前
樋
門

金
流
川
岩
手
県
(
花
）

花
9
郷
ノ
里
樋
管

金
流
川
岩
手
県
(
花
）

花
1
0
台
見
樋
管

金
流
川
岩
手
県
(
花
）

花
1
1
台
見
樋
管

金
流
川
岩
手
県
(
花
）

花
1
2
台
見
樋
管

金
流
川
岩
手
県
(
花
）

花
1
3
台
見
樋
管

金
流
川
岩
手
県
(
花
）

花
1
4
台
見
樋
門

金
流
川
岩
手
県
(
花
）

花
1
5
台
見
樋
管

金
流
川
岩
手
県
(
花
）

花
1
7
小
沼
樋
門

金
流
川
岩
手
県
(
花
）

花
1
8
小
沼
樋
門

金
流
川
岩
手
県
(
花
）

花
1
9
小
川
尻
樋
門

有
馬
川
岩
手
県
(
花
）

花
2
0
南
金
里
樋
門

有
馬
川
岩
手
県
(
花
）

花
2
1
久
保
田
樋
門

有
馬
川
岩
手
県
(
花
）

花
2
2
崖
下
樋
門

金
流
川
岩
手
県
(
花
）

花
2
3
崖
下
樋
管

金
流
川
岩
手
県
(
花
）

花
2
4
中
沢
樋
門

金
流
川
岩
手
県
(
花
）

花
2
5
宮
沢
樋
門

金
流
川
岩
手
県
(
花
）

花
2
6
藤
田
樋
門

金
流
川
岩
手
県
(
花
）

花
2
7
藤
田
樋
門

金
流
川
岩
手
県
(
花
）

花
2
8
寺
田
樋
門

金
流
川
岩
手
県
(
花
）

花
2
9
寺
田
樋
管

金
流
川
岩
手
県
(
花
）

花
3
0
内
之
目
樋
門

金
流
川
岩
手
県
(
花
）

花
3
1
老
松
字
小
沼
樋
門

金
流
川
岩
手
県
(
花
）

花
3
2
老
松
字
小
沼
樋
門

金
流
川
岩
手
県
(
花
）

花
3
3
台
見
樋
管

金
流
川
岩
手
県
(
花
）

花
3
4
台
見
樋
管

金
流
川
岩
手
県
(
花
）

花
3
5
砂
押
２
樋
管

上
油
田
川
岩
手
県
(
花
）

一
関
市
長

一
関
市
長
花
1
6
金
沢
樋
管

金
流
川
岩
手
県
(
花
）
一
関
市
長

一
関
市
長

一
関
市
長

一
関
市
長

一
関
市
長

一
関
市
長

一
関
市
長

一
関
市
長

一
関
市
長

一
関
市
長

一
関
市
長

一
関
市
長

一
関
市
長

一
関
市
長

一
関
市
長

一
関
市
長

一
関
市
長

一
関
市
長

一
関
市
長

一
関
市
長

一
関
市
長

一
関
市
長

一
関
市
長

一
関
市
長

一
関
市
長

一
関
市
長

一
関
市
長

一
関
市
長

一
関
市
長

一
関
市
長

一
関
市
長

一
関
市
長

一
関
市
長

一
関
市
長

一
関
市
長

一
関
市
長

一
関
市
長

一
関
市
長

一
関
市
長

一
関
市
長
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№
水
門
名

河
川
名
管
理
者
管
理
受
託
者
№

水
門
名

河
川
名
管
理
者
管
理
受
託
者

花
3
6
柏
木
1
樋
管

刈
生
沢
川
岩
手
県
(
花
）

花
3
7
柏
木
2
樋
管

刈
生
沢
川
岩
手
県
(
花
）

花
3
8
柏
木
3
樋
管

刈
生
沢
川
岩
手
県
(
花
）

花
3
9
柏
木
4
樋
管

刈
生
沢
川
岩
手
県
(
花
）

花
4
0
舘
ヶ
崎
樋
管

金
流
川
岩
手
県
(
花
）

花
4
1
舟
場
樋
門

夏
川
岩
手
県
(
花
）

花
4
2
刈
生
沢
樋
管

刈
生
沢
川
岩
手
県
(
花
）

花
4
3
沼
の
侍
井
樋
門

上
油
田
川
岩
手
県
(
花
）

花
4
4
太
田
沼
樋
門

夏
川
岩
手
県
(
花
）

花
4
5
田
野
沢
樋
門

田
野
沢
川
岩
手
県
(
花
）

花
4
6
西
前
樋
管

田
野
沢
川
岩
手
県
(
花
）

花
4
7
深
竹
前
樋
管

田
野
沢
川
岩
手
県
(
花
）

花
4
8
沼
の
侍
井
樋
管

田
野
沢
川
岩
手
県
(
花
）

花
4
9
深
竹
樋
管

田
野
沢
川
岩
手
県
(
花
）

花
5
0
砂
押
樋
管

田
野
沢
川
岩
手
県
(
花
）

花
5
1
砂
押
4
樋
管

田
野
沢
川
岩
手
県
(
花
）

花
5
2
要
害
樋
管

田
野
沢
川
岩
手
県
(
花
）

花
5
3
境
田
樋
管

田
野
沢
川
岩
手
県
(
花
）

花
5
4
原
田
３
樋
管

田
野
沢
川
岩
手
県
(
花
）

花
5
5
栢
の
木
樋
管

夏
川
岩
手
県
(
花
）

花
5
6
原
田
樋
管

上
油
田
川
岩
手
県
(
花
）

花
5
7
蒲
沢
樋
管

磯
田
川
岩
手
県
(
花
）

花
5
8
田
郷
多
樋
管

磯
田
川
岩
手
県
(
花
）

花
5
9
田
郷
多
樋
管

磯
田
川
岩
手
県
(
花
）

花
6
0
柏
木
5
樋
管

刈
生
沢
川
岩
手
県
(
花
）

花
6
1
柏
木
6
樋
管

刈
生
沢
川
岩
手
県
(
花
）

花
6
2
正
見
樋
管

刈
生
沢
川
岩
手
県
(
花
）

花
6
3
袖
の
目
樋
管

刈
生
沢
川
岩
手
県
(
花
）

花
6
4
東
要
害
樋
管

刈
生
沢
川
岩
手
県
(
花
）

花
6
5
東
要
害
2
樋
管

刈
生
沢
川
岩
手
県
(
花
）

花
6
6
中
屋
敷
樋
管

刈
生
沢
川
岩
手
県
(
花
）

花
6
7
中
屋
敷
2
樋
管

刈
生
沢
川
岩
手
県
(
花
）

花
6
8
清
水
堤
3
樋
管

刈
生
沢
川
岩
手
県
(
花
）

花
6
9
濁
沢
樋
管

刈
生
沢
川
岩
手
県
(
花
）

花
7
0
愛
宕
下
樋
管

刈
生
沢
川
岩
手
県
(
花
）

花
7
1
平
和
橋
下
樋
管

金
流
川
岩
手
県
(
花
）

花
7
2
湯
の
尻
樋
管

金
流
川
岩
手
県
(
花
）

花
7
3
台
見
樋
管

金
流
川
岩
手
県
(
花
）

花
7
4
台
見
樋
管

金
流
川
岩
手
県
(
花
）

花
7
5
濁
沢
３
樋
管

刈
生
沢
川
岩
手
県
(
花
）

花
7
6
佐
野
下
３
樋
管

金
流
川
岩
手
県
(
花
）

花
7
7
蒲
沢
2
樋
管

磯
田
川
岩
手
県
(
花
）

一
関
市
長

一
関
市
長

一
関
市
長

一
関
市
長

一
関
市
長

一
関
市
長

一
関
市
長

一
関
市
長

一
関
市
長

一
関
市
長

一
関
市
長

一
関
市
長

一
関
市
長

一
関
市
長

一
関
市
長

一
関
市
長

一
関
市
長

一
関
市
長

一
関
市
長

一
関
市
長

一
関
市
長

一
関
市
長

一
関
市
長

一
関
市
長

一
関
市
長

一
関
市
長

一
関
市
長

一
関
市
長

一
関
市
長

一
関
市
長

一
関
市
長

一
関
市
長

一
関
市
長

一
関
市
長

一
関
市
長

一
関
市
長

一
関
市
長

一
関
市
長

一
関
市
長

一
関
市
長

一
関
市
長

一
関
市
長
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№
水
門
名

河
川
名
管
理
者
管
理
受
託
者
№

水
門
名

河
川
名
管
理
者
管
理
受
託
者

大
1
横
張
樋
管

砂
鉄
川
岩
手
県
(
大
）

大
2
大
原
樋
管

砂
鉄
川
岩
手
県
(
大
）

大
3
若
宮
樋
管

砂
鉄
川
岩
手
県
(
大
）

大
4
天
狗
田
樋
管

興
田
川
岩
手
県
(
大
）

大
5
向
山
樋
管

興
田
川
岩
手
県
(
大
）

大
6
地
ノ
神
樋
管

興
田
川
岩
手
県
(
大
）

大
7
界
田
樋
管

曽
慶
川
岩
手
県
(
大
）

大
8
八
幡
前
樋
管

曽
慶
川
岩
手
県
(
大
）

大
9
羽
山
前
樋
管

曽
慶
川
岩
手
県
(
大
）

大
1
0
摺
沢
の
1
樋
管

曽
慶
川
岩
手
県
(
大
）

大
1
1
摺
沢
の
2
樋
管

曽
慶
川
岩
手
県
(
大
）

大
1
2
摺
沢
の
3
樋
管

曽
慶
川
岩
手
県
(
大
）

大
1
3
摺
沢
の
4
樋
管

曽
慶
川
岩
手
県
(
大
）

大
1
4
摺
沢
の
5
樋
管

曽
慶
川
岩
手
県
(
大
）

大
1
5
摺
沢
の
6
樋
管

曽
慶
川
岩
手
県
(
大
）

大
1
6
摺
沢
の
7
樋
管

曽
慶
川
岩
手
県
(
大
）

大
1
7
摺
沢
の
8
樋
管

曽
慶
川
岩
手
県
(
大
）

千
１
小
梨
字
小
山
樋
管

大
平
川
岩
手
県
(
千
）

千
２
刈
屋
野
樋
門

千
厩
川
岩
手
県
(
千
）

大
1
横
張
樋
管

砂
鉄
川
岩
手
県
(
大
）

大
2
大
原
樋
管

砂
鉄
川
岩
手
県
(
大
）

千
６
宮
敷
の
1
樋
管

千
厩
川
岩
手
県
(
千
）

千
７
宮
敷
の
２
樋
門

千
厩
川
岩
手
県
(
千
）

千
８
前
田
樋
管

千
厩
川
岩
手
県
(
千
）

千
９
舘
山
の
1
樋
管

千
厩
川
岩
手
県
(
千
）

千
１
０
舘
山
の
2
樋
管

千
厩
川
岩
手
県
(
千
）

千
１
１
舘
山
の
3
樋
門

千
厩
川
岩
手
県
(
千
）

千
１
２
舘
山
の
4
樋
管

千
厩
川
岩
手
県
(
千
）

千
１
３
町
浦
の
1
樋
管

千
厩
川
岩
手
県
(
千
）

千
１
４
町
浦
の
2
樋
門

千
厩
川
岩
手
県
(
千
）

千
１
５
町
浦
の
3
樋
管

千
厩
川
岩
手
県
(
千
）

千
１
６
町
浦
の
4
樋
管

千
厩
川
岩
手
県
(
千
）

千
１
７
町
浦
の
5
樋
管

千
厩
川
岩
手
県
(
千
）

東
1
里
前
の
１
樋
管

砂
鉄
川
岩
手
県
(
東
）

東
2
里
前
の
2
樋
門

砂
鉄
川
岩
手
県
(
東
）

東
3
木
和
田
堀
の
１
樋
管

砂
鉄
川
岩
手
県
(
東
）

東
4
木
和
田
堀
の
２
樋
管

砂
鉄
川
岩
手
県
(
東
）

東
5
町
裏
(
仮
設
）
樋
門

砂
鉄
川
岩
手
県
(
東
）

東
6
町
裏
の
１
樋
門

砂
鉄
川
岩
手
県
(
東
）

千
４
茶
名
畑
樋
管

一
関
市
長

花
貫
樋
管

千
厩
川
岩
手
県
(
千
）

一
関
市
長

千
厩
川
岩
手
県
(
千
）

千
３

一
関
市
長

一
関
市
長

千
５
構
井
田
樋
管

千
厩
川
岩
手
県
(
千
）

一
関
市
長

一
関
市
長

一
関
市
長

一
関
市
長

一
関
市
長

一
関
市
長

一
関
市
長

一
関
市
長

一
関
市
長

一
関
市
長

一
関
市
長

一
関
市
長

一
関
市
長

一
関
市
長

一
関
市
長

一
関
市
長

一
関
市
長

一
関
市
長

一
関
市
長

一
関
市
長

一
関
市
長

一
関
市
長

一
関
市
長

一
関
市
長

一
関
市
長

一
関
市
長

一
関
市
長

一
関
市
長

一
関
市
長

一
関
市
長

一
関
市
長

一
関
市
長

一
関
市
長

一
関
市
長

一
関
市
長

一
関
市
長

一
関
市
長

一
関
市
長

27



№
水
門
名

河
川
名
管
理
者
管
理
受
託
者
№

水
門
名

河
川
名
管
理
者
管
理
受
託
者

№
水
門
名

管
理
者

※
上
大
林
樋
門
に
つ
い
て
は
、
一
関
市
の
管
理
す
る
水
門
で
あ
る
。

一
関
上
大
林
樋
門

一
関
市

※
№
東
2
8
～
東
3
1
に
あ
っ
て
は
、
内
水
処
理
施
設
で
あ
る
。

千
厩
川

一
関
市
長

一
関
市
長

一
関
市
長

一
関
市
長

岩
手
県
(
川
）

岩
手
県
(
川
）

岩
手
県
(
川
）

岩
手
県
(
川
）

東
3
1
三
室
内
水
処
理

砂
鉄
川

川
5

松
形
の
1
樋
門

松
形
の
２
樋
門

松
形
の
３
樋
管

加
妻
そ
の
他

川
2

川
3

川
4

千
厩
川

千
厩
川

千
厩
川

岩
手
県
(
東
）

砂
鉄
川
岩
手
県
(
東
）
一
関
市
長

一
関
市
長

一
関
市
長

東
3
0
中
通
川
樋
函

砂
鉄
川
岩
手
県
(
東
）

東
2
8
野
平
内
水
処
理

砂
鉄
川
岩
手
県
(
東
）
一
関
市
長

東
2
9
三
室
平
沢
樋
函

東
7
町
裏
の
２
樋
門

砂
鉄
川
岩
手
県
(
東
）

東
8
町
裏
の
３
樋
門

砂
鉄
川
岩
手
県
(
東
）

東
9
羽
根
堀
の
１
樋
管

砂
鉄
川
岩
手
県
(
東
）

東
1
0
羽
根
堀
の
２
樋
管

砂
鉄
川
岩
手
県
(
東
）

東
1
1
羽
根
堀
の
３
樋
管

砂
鉄
川
岩
手
県
(
東
）

東
1
2
羽
根
堀
の
４
樋
管

砂
鉄
川
岩
手
県
(
東
）

東
1
3
野
平
の
１
樋
管

砂
鉄
川
岩
手
県
(
東
）

東
1
4
野
平
の
２
樋
管

砂
鉄
川
岩
手
県
(
東
）

東
1
5
滝
の
沢
の
１
樋
管

砂
鉄
川
岩
手
県
(
東
）

東
1
6
滝
の
沢
の
２
樋
管

砂
鉄
川
岩
手
県
(
東
）

東
1
7
三
室
の
１
樋
門

砂
鉄
川
岩
手
県
(
東
）

東
1
8
三
室
の
２
樋
門

砂
鉄
川
岩
手
県
(
東
）

東
1
9
宮
本
沢
樋
門

砂
鉄
川
岩
手
県
(
東
）

東
2
0
金
山
沢
樋
門

砂
鉄
川
岩
手
県
(
東
）

東
2
1
磐
井
沢
樋
門

砂
鉄
川
岩
手
県
(
東
）

東
2
2
東
本
町
の
１
樋
管

猿
沢
川
岩
手
県
(
東
）

東
2
3
東
本
町
の
２
樋
管

猿
沢
川
岩
手
県
(
東
）

東
2
4
北
山
谷
樋
管

山
谷
川
岩
手
県
(
東
）

東
2
5
石
の
森
樋
管

山
谷
川
岩
手
県
(
東
）

東
2
6
横
沢
樋
管

山
谷
川
岩
手
県
(
東
）

東
2
7
滝
の
沢
樋
管

山
谷
川
岩
手
県
(
東
）

室
1
高
沢
の
1
樋
管

大
川
岩
手
県
(
室
）

室
2
高
沢
の
２
樋
管

大
川
岩
手
県
(
室
）

室
3
高
沢
の
３
樋
管

大
川
岩
手
県
(
室
）

室
4
欠
入
田
樋
管

大
川
岩
手
県
(
室
）

室
5
二
本
木
樋
管

大
川
岩
手
県
(
室
）

室
6
里
橋
下
樋
管

田
茂
木
川
岩
手
県
(
室
）

室
7
里
前
樋
管

田
茂
木
川
岩
手
県
(
室
）

室
8
津
谷
川
樋
管

津
谷
川
岩
手
県
(
室
）

川
1
砂
子
田
樋
管

千
厩
川
岩
手
県
(
川
）

一
関
市
長

一
関
市
長

一
関
市
長

一
関
市
長

一
関
市
長

一
関
市
長

一
関
市
長

一
関
市
長

一
関
市
長

一
関
市
長

一
関
市
長

一
関
市
長

一
関
市
長

一
関
市
長

一
関
市
長

一
関
市
長

一
関
市
長

一
関
市
長

一
関
市
長

一
関
市
長

一
関
市
長

一
関
市
長

一
関
市
長

一
関
市
長

河
川
名

周
囲
堤
堤
内
排
水
路

一
関
市
長

一
関
市
長

一
関
市
長

一
関
市
長

一
関
市
長

一
関
市
長
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№ 水門名 河川名 管理者 № 水門名 河川名 管理者

4

21

22

23

24国土交通省

北上川

北上川

北上川

北上川

河川水門管理体制表(国土交通省）

1

2

3

国土交通省

国土交通省

国土交通省

国土交通省

国土交通省

国土交通省

9

10

5

6

7

8

13

14

15

16

17

18

19

20

32

33

29

25

26

27

28

34

35

36

37

国土交通省

国土交通省

国土交通省

国土交通省

国土交通省

国土交通省

国土交通省

国土交通省

国土交通省

国土交通省

国土交通省

国土交通省

国土交通省

国土交通省

国土交通省

国土交通省

国土交通省

国土交通省

国土交通省

国土交通省

国土交通省

国土交通省

国土交通省

国土交通省

国土交通省

国土交通省

国土交通省

北上川

北上川

北上川

北上川

本郷排水樋管

千厩川水門

薄衣排水樋管

諏訪前排水樋管

日形排水樋管

中神第一排水樋管

中神第二排水樋管

中江川排水樋管

滝沢排水樋管

中里陸閘 如来地排水樋門

前堀排水樋管

北上川

周囲堤 30

31

吸川排水樋管

磐井川

磐井川

磐井川花王町排水樋管

磐井川

磐井川

磐井川

磐井川

磐井川

磐井川

磐井川

磐井川

磐井川

磐井川

磐井川

磐井川

磐井川

砂鉄川

砂鉄川

砂鉄川

砂鉄川

砂鉄川

砂鉄川

砂鉄川

砂鉄川

上前堀排水樋管

桜木町排水樋管

石畑排水樋管

小坂橋排水樋管

風呂川排水樋管

御滝川排水樋管

岩畑排水樋管

銅谷排水樋管

横屋排水樋管

磐井橋排水樋管

川街排水樋管

川原田排水樋管

右岸上の橋排水樋管

坂田排水樋管

朴ノ木排水樋管

左岸上の橋排水樋管

裁判所排水樋管

荒谷排水樋管

釣山下排水樋管

針山排水樋管

神平第一排水樋管

布佐排水樋管

磐井川 国土交通省

12 八郎沢排水樋管 磐井川 国土交通省

11

磐井川 国土交通省

40 寺崎排水樋管 砂鉄川 国土交通省

38 深堀排水樋管 砂鉄川 国土交通省

39 岩ノ下排水樋管 砂鉄川 国土交通省
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河
川
防
災
川
崎
防
災
一
関
第
１
一
関
第
２
一
関
第
３
一
関
第
４
花
泉
花
泉
花
泉
花
泉
花
泉
花
泉
東
山

ｽ
ﾃ
ｰ
ｼ
ｮ
ﾝ
セ
ン
タ
ー
水
防
倉
庫
水
防
倉
庫
水
防
倉
庫
水
防
倉
庫
第
1
号
倉
庫
第
2
号
倉
庫
第
3
号
倉
庫
第
4
号
倉
庫
第
5
号
倉
庫
第
6
号
倉
庫
水
防
倉
庫

品
　
　
　
　
名

数
量

数
量

数
量
数
量
数
量
数
量
数
量
数
量
数
量
数
量
数
量
数
量
数
量

ス
コ
ッ
プ

4
6

4
8

5
4

1
8
1
3
1

2
0

1
2

1
1

9
9

4
0

4
8
4
4
6

と
び
ぐ
ち

1
0

7
5

7
1

1
9

1
6

1
7

7
3

と
う
ぐ
わ

1
1
2

9
3

1
3

2
5

4
1
0

5
9

鎌
7

1
3
0

7
4

1
8

2
0

7
8

竹
尖
鎌

3
9

3
2

3
5

2
5

竹
割
器

4
8

2
2

1
6

竹
切
鋸

1
1

8
2

3
1
0

3
4

ナ
タ

8
1
5

1
2

2
6

砥
石

5
5

掛
矢

3
2
6

4
8

6
3

1
7

5
8

2
1

2
0

2
0

2
3
1

木
蛸
（
胴
付
き
）

8
1
2

5
1
8

3
4
6

ロ
ー
プ

1
1

1
8

2
9

腰
綱

5
0

5
0

小
綱

1
0
0

1
0
0

大
ハ
ン
マ
ー

1
1

1
5

1
0

3
6

木
づ
ち

7
7

金
づ
ち

4
1
7

2
1

つ
る
は
し

3
1
2

9
1
0

2
5

2
4

5
1
2

3
6
1
0
0

斧
4

1
1

1
1

1
0

1
8

手
斧

1
2

1
2

6
ラ
チ
ェ
ッ
ト
レ
ン
チ

1
4
(
3
0
×
3
2
)

2
2
1
2
(
2
4
×
3
0
)

2
3

バ
ー
ル

4
4

熊
手

5
5

番
線

2
1

3
針

金
5
0

5
5
5

鉄
線

8
6

1
4

む
し
ろ

3
5

7
1
0
0

1
0

2
0
0

2
0
0

1
0
0

1
5

2
0

1
0
5

7
9
2

む
し
ろ
縫
い
針

9
1

4
4

1
0

6
4

麻
袋

4
0
0

4
0
0

フ
ル
コ
ン

6
0
0
3
,
1
1
7
3
,
4
0
0
2
,
3
6
0
2
,
8
0
0
2
,
4
0
0
4
0
0

4
0
0
1
2
0
0

2
0
2
0
0
0
5
2
0
0
2
3
8
9
7

玉
縄

2
0

8
1
4

2
0

2
1

2
0

2
6

1
1

5
7

1
1
0

2
3
5

縄
よ
り
器

1
5

4
4

3
8

2
0

9
0

縄
切
鎌

7
3
8

4
5

太
竹

1
5

6
5

1
5

5
0

4
1
4
9

中
竹

3
5

1
6
9

6
2
1
6
9

4
3
5

細
竹

6
0

1
4
0

8
0
2
0
0

4
8
0

木
杭

3
0
0
1
5
3
1
5
1
4
6
1
1
0
0
9
4
0
2
0
0

3
0
0

2
0

1
5
0

1
5
0

3
0
0

2
0
0
3
4
2
5

鋼
杭

3
2
0

2
1
3

5
3
3

木
樋

1
1

バ
ケ
ツ

2
2

ひ
し
ゃ
く

2
2

炊
き
出
し
用
釜

3
3

合
計

水
 
防
 
倉
 
庫
 
及
 
び
 
水
 
防
 
用
 
備
 
蓄
 
器
 
資
 
材
 
一
 
覧
 
表

水
防
倉
庫
名
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河
川
防
災
川
崎
防
災
一
関
第
１
一
関
第
２
一
関
第
３
一
関
第
４
花
泉
花
泉
花
泉
花
泉
花
泉
花
泉
東
山

ｽ
ﾃ
ｰ
ｼ
ｮ
ﾝ
セ
ン
タ
ー
水
防
倉
庫
水
防
倉
庫
水
防
倉
庫
水
防
倉
庫
第
1
号
倉
庫
第
2
号
倉
庫
第
3
号
倉
庫
第
4
号
倉
庫
第
5
号
倉
庫
第
6
号
倉
庫
水
防
倉
庫

品
　
　
　
　
名

数
量

数
量

数
量
数
量
数
量
数
量
数
量
数
量
数
量
数
量
数
量
数
量
数
量

合
計

水
防
倉
庫
名

船
舶

1
1

船
外
機

3
3

燃
料
タ
ン
ク

3
3

工
具

3
3

パ
ド
ル

8
8

救
命
胴
衣

2
0

2
0

1
0

5
0

浮
輪

4
3

7
発
煙
筒

2
2

一
輪
車

1
1

1
4

1
2

1
3

2
0

6
7
6

土
嚢
製
造
機

1
1

可
搬
ポ
ン
プ

6
2

3
1
1

ア
ル
ミ
ブ
リ
ッ
ジ
(
大
）

2
2

ベ
ル
ト
コ
ン
ベ
ア

2
2

角
材

1
5

1
5

吸
管

6
2

3
1
1

半
鐘

2
2

空
気
入
れ

2
2

ブ
ル
ー
シ
ー
ト

5
5

2
3

1
0

1
2

3
6

2
0

5
5

1
6
6

水
防
（
Ｔ
）
マ
ッ
ト

2
0

2
0

5
2

4
7

月
の
輪
用
樋

2
2

ビ
ニ
ー
ル
パ
イ
プ

1
6

3
(
大
2
小
１
)

1
6

シ
ー
ト
張
り
工
法
シ
ー
ト

8
8

改
良
月
の
輪
コ
ル
ゲ
ー
ト

1
4

1
5

1
1

改
良
釜
段
コ
ル
ゲ
ー
ト

4
1

5
1
0

作
成
済
み
土
嚢
1
,
7
0
0

1
0
0

1
5

1
8
1
5

投
光
機

1
6

7
B
B
ワ
ー
カ
ー

4
1

5
ペ
ン
チ

1
0

1
0

の
こ
ぎ
り

1
2

1
2

テ
ン
ト

4
4

ウ
ィ
ン
チ

3
3

ジ
ャ
ッ
キ

3
3

チ
ェ
ン
ソ
ー

3
3

簡
易
担
架

1
1

レ
ン
チ

2
2

軽
可
搬
ポ
ン
プ

1
1

発
電
機

3
3

※
名

称
河
川
防
災
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

川
崎
防
災
セ
ン
タ
ー

花
泉
町
日
方
字
町
裏

東
山
水
防
倉
庫

一
関
第
4
水
防
倉
庫

一
関
第
2
水
防
倉
庫

花
泉
町
湯
島
字
貝
鳥

花
泉
町
老
松
字
佐
野
屋
敷

花
泉
町
涌
津
字
五
輪
堂

花
泉
町
永
井
字
神
明

花
泉
第
6
水
防
倉
庫

花
泉
第
5
水
防
倉
庫

一
関
第
1
水
防
倉
庫

所
在
地

名
　
称

一
関
市
中
里
字
沖
田
地
内

所
在
地

花
泉
町
永
井
字
東
狼
の
沢

花
泉
第
2
水
防
倉
庫

一
関
第
3
水
防
倉
庫

川
崎
町
薄
衣
字
如
来
地
1
0
0

一
関
市
青
葉
町
地
内
(
磐
井
川
左
岸
）
花
泉
第
1
水
防
倉
庫

一
関
市
田
村
町
地
内
(
磐
井
川
右
岸
）

名
　
称

所
在
地

東
山
町
長
坂
字
西
本
町

花
泉
第
4
水
防
倉
庫

一
関
市
中
里
字
雲
南
地
内
(
磐
井
川
左
岸
）
花
泉
第
3
水
防
倉
庫

一
関
市
要
害
地
内
(
磐
井
川
右
岸
）
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県
有
水
防
倉
庫
の
水
防
用
備
蓄
器
資
材
一
覧
表

 

 
河
川
名

 
管
理
者

 
水
防
倉
庫
所
在
地

 
建
設
年
度

 
床
面
積

(㎡
) 
器
具

 
資
材

 

磐
井
川

 
一
関
総
合
支
局

 
土

 木
 部

 長
 
一
関
市
五
代
町

 
Ｓ

.4
4 

11
5 

鎌
×

25
 

 
ス
コ
ッ
プ
×

85
 

 
掛
矢
×

33
 

手
お
の
×

1 
 

ペ
ン
チ
×

2 
 

唐
く
わ
×

5 
ハ
ン
マ
ー
×

12
 

 
一
輪
車
×

25
 

 
ナ
タ
×

5 
 

大
ハ
ン
マ
ー
×

35
 

 
バ
ー
ル
×

4 
 

ツ
ル
ハ
シ
×

1 

土
の
う
×

22
,0

00
 

 
麻
袋
×

60
 

 
木
杭
×

30
0 

 
縄
×

5
巻
 

 
ナ
マ
シ
線
×

20
kg
 

 
杉
丸
太

(4
m

)×
6 

 
ロ
ー
プ
×

1
巻
 

 
オ
イ
ル
マ
ッ
ト
×

1,
00

0
枚
 

 
大
型
土
の
う
×

10
0
袋
 

 
オ
イ
ル
フ
ェ
ン
ス

50
ｍ
 

 
杉
丸
太

(5
m

)×
3 

 
T
マ
ッ
ト
×

3 
 

鋼
杭
×

90
 

 
ビ
ニ
ー
ル
×

3 

千
厩
川

 
千

 厩
 土

 木
 

セ
ン
タ
ー
所
長

 
千
厩
町
千
厩
字
東

小
田

28
5-

1 
ｈ

.6
 

11
5 

鎌
×

20
 

 
ス
コ
ッ
プ
×

20
 

 
掛
矢
×

4 
唐
く
わ
×

9 
 

の
こ
ぎ
り
×

5 
 

お
の
×

5 
ツ
ル
ハ
シ
×

10
 

 
ハ
ン
マ
ー
×

3 
 

ペ
ン
チ
×

5 
 

ト
ビ
口
×

5 
 

一
輪
車
×

5 
救
命
胴
衣
×

5 

土
の
う
×

20
,0

00
 

 
松
丸
太
×

39
 

鉄
線
×

50
 

 
松
杭
×

25
0 

 
木
杭
×

96
 

歩
板
×

67
 

 
ビ
ニ
ー
ル
シ
ー
ト
×

50
 

ロ
ー
プ
×

1
巻
 

 
荒
縄
×

3
巻

 
オ
イ
ル
マ
ッ
ト
×

80
0
枚
 

 
投
光
器
×

2 
 

発
電
機
×

1 
 

オ
イ
ル
フ
ェ
ン
ス

40
m
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長さ×幅 燃料補給

番号 離発着場名 地名

（ｍ） の可否

Ｎ 38 ° 56 ′ 40 ″ 5000 可

Ｅ 141 ° 8 ′ 17 ″ 30 （調達）

Ｎ 38 ° 54 ′ 57 ″ 150 可

Ｅ 141 ° 7 ′ 43 ″ 100 （調達）

Ｎ 38 ° 55 ′ 38 ″ 450 可

Ｅ 141 ° 7 ′ 56 ″ 40 （調達）

Ｎ 39 ° 57 ′ 56 ″ 200 可

Ｅ 141 ° 1 ′ 3 ″ 100 （調達）

Ｎ 38 ° 54 ′ 30 ″ 120 可

Ｅ 141 ° 10 ′ 30 ″ 100 （調達）

Ｎ 38 ° 58 ′ 38 ″ 70 可

Ｅ 140 ° 46 ′ 20 ″ 70 （調達）

Ｎ 39 ° 0 ′ 23 ″ 130 可

Ｅ 140 ° 52 ′ 3 ″ 65 （調達）

Ｎ 38 ° 49 ′ 57 ″ 200 可

Ｅ 141 ° 11 ′ 21 ″ 40 （備蓄）

Ｎ 38 ° 49 ′ 37 ″ 120 可

Ｅ 141 ° 11 ′ 20 ″ 120 （調達）

Ｎ 39 ° 0 ′ 33 ″ 100 可

Ｅ 141 ° 23 ′ 33 ″ 30 （調達）

Ｎ 38 ° 54 ′ 52 ″ 120 可

Ｅ 141 ° 19 ′ 36 ″ 150 （調達）

Ｎ 38 ° 55 ′ 36 ″ 118 可

Ｅ 141 ° 20 ′ 50 ″ 158 （調達）

Ｎ 38 ° 55 ′ 21 ″ 120 可

Ｅ 141 ° 21 ′ 43 ″ 80 （調達）

Ｎ 38 ° 57 ′ 5 ″ 120 可

Ｅ 141 ° 22 ′ 47 ″ 100 （調達）

Ｎ 38 ° 59 ′ 48 ″ 115 可

Ｅ 141 ° 15 ′ 11 ″ 50 （調達）

Ｎ 38 ° 47 ′ 55 ″ 160 可

Ｅ 141 ° 23 ′ 24 ″ 160 （調達）

Ｎ 38 ° 56 ′ 0 ″ 80 可

Ｅ 141 ° 14 ′ 8 ″ 60 （調達）

Ｎ 38 ° 53 ′ 40 ″ 150 可

Ｅ 141 ° 16 ′ 26 ″ 150 （調達）

Ｎ 38 ° 53 ′ 45 ″ 110 可

Ｅ 141 ° 16 ′ 18 ″ 35 （調達）

14

経　　度

座　　　標

緯　　度

10 親水公園 大東町大原字大明神

1 河川防災ステーション 一関市中里字沖田

一関市立奥玉小学校 千厩町奥玉

2 一関市運動公園陸上競技場 一関市萩荘字箱清水

3 磐井川緑地公園 一関市山目字川原田

4 一関市営牧野 一関市厳美町字小河原

5 一関市立真滝中学校 一関市滝沢字水口

8 花泉空中消火基地 花泉町花泉字伊勢沢

6 須川高原温泉 一関市厳美町字須川高原

7 一関健康の森多目的グランド 一関市厳美町字祭畤

9 一関市立花泉中学校 花泉町花泉字袋

11 千厩自動車システム校 千厩町神ノ田

12 千厩コミュニティ広場 千厩町草井沢

13 駒場ふれあい広場 千厩町駒場

15 唐梅館公園駐車場 東山町長坂字西本町

16 一関市立室根中学校 室根町矢越字五反田

19 川崎農山村広場 川崎村薄衣字町裏

緊 急 離 着 陸 場 一 覧 表

17 石蔵山林間公園 川崎村門崎字石蔵

18 川崎運動公園 川崎村薄衣字法道地

33



観
測
所
名
所
管

所
在
地

設
置
場
所

標
高
(
m
)
既
往
最
大

日
雨
量
起
　
因
年
月
日
観
測
開
始

年
月
日
観
測
方
式

備
考

一
関
気
象
庁
竹
山
町
7
-
2

一
関
市
役
所
本

庁
構
内

3
8
°
～
5
6
′

1
4
1
°
～
7
.
5
′

3
2
2
8
5
S
6
1
.
8
.
5
S
4
9
.
1
1
.
1
ア
メ
ダ
ス

祭
畤
気
象
庁
厳
美
町
字
祭
畤
5

3
9
°
～
0
.
6
′

1
4
0
°
～
5
1
.
9
′

3
5
0
3
0
0
S
6
3
.
8
.
2
9
S
5
0
.
5
.
2
1
ア
メ
ダ
ス

大
東
気
象
庁
大
東
町
猿
沢
字
上
の
洞
2
2

3
8
°
～
2
.
3
′

1
4
1
°
～
1
7
.
8
′

1
4
0
1
6
4
S
3
3
.
9
.
2
6
H
1
7
.
1
0
.
1
8
ア
メ
ダ
ス

千
厩
気
象
庁
千
厩
町
千
厩
字
北
方
1
0
5
-
1
千
厩
小
学
校
3
8
°
～
5
5
.
3
′

1
4
1
°
～
1
9
.
8
′

1
0
1
3
5
S
6
1
.
8
.
5
S
4
9
.
1
1
.
1
テ
レ
メ
ー
タ

一
関
岩
手
河
川

国
道
事
務
所
釣
山
下

釣
山
水
位
観
測

所
3
8
°
～
5
5
′
～
3
0
″
1
4
1
°
～
7
′
～
5
6
″
2
0
1
2
5
H
1
4
.
7
.
1
1
S
4
3
.
5
.
3
0
テ
レ
メ
ー
タ

通
報
、
公
表

栗
駒
岩
手
河
川

国
道
事
務
所
厳
美
町
祭
畤
山

3
8
°
～
5
8
′
～
4
1
″
1
4
0
°
～
4
6
′
～
2
2
″
1
1
2
6
3
4
8
S
5
6
.
8
.
2
2
S
4
4
.
6
.
1
8
テ
レ
メ
ー
タ

通
報
、
公
表

市
野
々
岩
手
河
川

国
道
事
務
所
萩
荘
字
赤
猪
子
1
1
9
-
3
4

3
8
°
～
5
3
′
～
3
6
″
1
4
0
°
～
5
9
′
～
1
4
″
2
4
1
1
9
7
S
5
0
.
1
0
.
7
S
4
6
.
1
0
.
7
テ
レ
メ
ー
タ

通
報

本
寺
岩
手
河
川

国
道
事
務
所
厳
美
町
字
若
井
原
1
5
9
-
3

3
8
°
～
5
8
′
～
1
9
″
1
4
0
°
～
5
6
′
～
3
1
″
1
3
8
3
3
5
S
2
1
.
1
.
1
S
2
1
.
1
.
1
テ
レ
メ
ー
タ

通
報

大
原
岩
手
河
川

国
道
事
務
所
大
東
町
大
原
字
川
内
4
0
一
関
市
役
所
大

東
支
所

3
9
°
～
1
′
～
1
1
″
1
4
1
°
～
2
4
′
～
2
0
″
1
6
5
1
3
9
.
4
H
2
.
1
1
.
4
H
2
.
2
.
1
2
テ
レ
メ
ー
タ

通
報

田
河
津
岩
手
河
川

国
道
事
務
所
東
山
町
田
河
津
字
石
の
森

3
9
°
～
0
′
～
5
0
″
1
4
1
°
～
1
4
′
～
2
0
″
1
4
0
1
4
3
H
2
.
1
1
.
4
S
2
9
.
8
.
1
テ
レ
メ
ー
タ

通
報

諏
訪
前
岩
手
河
川

国
道
事
務
所
川
崎
町
薄
衣
字
諏
訪
前
2
-
1
諏
訪
前
水
位
観

測
所

3
8
°
～
5
3
′
～
4
9
″
1
4
1
°
～
1
5
′
～
5
9
″
2
8
.
6
1
2
6
H
1
4
.
7
.
1
1
S
4
1
.
7
.
1
9
テ
レ
メ
ー
タ

通
報

一
関
一
関
総
合

支
局
土
木
部
竹
山
町
7
-
5

一
関
総
合
支
局
3
8
°
～
5
5
′
～
2
9
″
1
4
1
°
～
8
′
～
4
.
4
″
3
7
2
5
2
.
6
S
2
3
.
9
.
1
6
S
1
5
.
5
.
1
テ
レ
メ
ー
タ
通
報
、
公
表
、
冬
期
閉
局

山
谷
一
関
総
合

支
局
土
木
部
厳
美
町
字
入
道
2
0
0
一
関
市
厳
美
公

民
館
山
谷
分
館
3
7
°
～
5
7
′
～
5
7
″
1
4
1
°
～
0
′
～
1
8
″
1
6
0

H
5
.
4
.
1
テ
レ
メ
ー
タ
通
報
、
公
表
、
冬
期
閉
局

達
古
袋
一
関
総
合

支
局
土
木
部
萩
荘
字
八
幡
1
5
4
-
3
達
古
袋
小
学
校
3
8
°
～
5
5
′
～
5
8
″
1
4
°
～
1
′
～
7
″
1
5
0

H
1
0
.
4
.
1
自
記

太
田
沼
一
関
総
合

支
局
土
木
部
花
泉
町
永
井
字
鞍
懸
山
2
0
2
太
田
沼
排
水
樋

管
3
8
°
～
4
5
′
～
5
″
1
4
1
°
～
1
2
′
～
5
1
″
3
3

H
9
.
4
.
1
テ
レ
メ
ー
タ
通
報
、
公
表
、
冬
期
閉
局

町
裏
一
関
総
合

支
局
土
木
部
花
泉
町
老
松
字
水
沢
1
9
3
花
泉
総
合
福
祉

セ
ン
タ
ー
前
庭
3
8
°
～
4
9
′
～
5
8
″
1
4
1
°
～
1
1
′
～
3
8
″
3
3

S
5
0
.
8
.
1
テ
レ
メ
ー
タ
通
報
、
公
表
、
冬
期
閉
局

摺
沢
千
厩
土
木

セ
ン
タ
ー
大
東
町
摺
沢
字
堺
の
沢
7
0
大
東
中
学
校
3
9
°
～
0
′
～
9
″
1
4
1
°
～
2
0
′
～
4
″
1
5
0

H
8
.
5
.
1
テ
レ
メ
ー
タ
通
報
、
公
開
、
冬
期
閉
局

中
川
千
厩
土
木

セ
ン
タ
ー
大
東
町
中
川
字
上
の
山
5
9
-
2
旧
京
津
畑
小
学

校
3
9
°
～
6
′
～
5
4
″
1
4
1
°
～
2
3
′
～
1
8
″
3
2
0

H
8
.
5
.
1
テ
レ
メ
ー
タ
通
報
、
公
開
、
冬
期
閉
局

千
厩
千
厩
土
木

セ
ン
タ
ー
千
厩
町
千
厩
字
北
方
8
5
-
2
千
厩
行
政
セ
ン

タ
ー

3
8
°
～
5
4
′
～
5
8
″
1
4
1
°
～
2
0
′
～
1
″
1
0
0
1
5
9
.
7
S
2
3
.
9
.
1
6
H
8
.
5
.
1
テ
レ
メ
ー
タ
通
報
、
公
開
、
冬
期
閉
局

緯
度

経
度

雨
量
観
測
所
一
　
覧
　
表

注
：
緯
度
･
経
度
は
日
本
測
地
系
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
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観
測
所
名
所
管

所
在
地

設
置
場
所

標
高
(
m
)
既
往
最
大

日
雨
量
起
　
因
年
月
日
観
測
開
始

年
月
日
観
測
方
式

備
考

緯
度

経
度

雨
量
観
測
所
一
　
覧
　
表

注
：
緯
度
･
経
度
は
日
本
測
地
系
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

津
谷
川
千
厩
土
木

セ
ン
タ
ー
室
根
町
津
谷
川
字
高
山
6
-
1
7
黒
地
田
峠

3
8
°
～
5
1
′
～
1
0
″
1
4
1
°
～
2
4
′
～
2
4
″
1
5
0

H
8
.
5
.
1
テ
レ
メ
ー
タ
通
報
、
公
開
、
冬
期
閉
局

萩
荘
一
関
市
萩
荘
字
長
者
原
8
9

斎
藤
功
　
方
3
8
°
～
5
4
′
～
2
2
″
1
4
0
°
～
2
′
～
2
2
″
5
9
.
9

不
明

普
通

山
目
一
関
市
山
目
字
中
野
1
4
0
-
3
一
関
市
消
防
本

部
3
8
°
～
5
5
′
～
5
3
″
1
4
1
°
～
7
′
～
1
9
″
4
4
7
6
.
5
H
9
.
6
.
2
8
H
7
.
1
.
1
9
自
記

花
泉
一
関
市
花
泉
町
涌
津
字
一
ノ
町
2
9
一
関
市
役
所
花

泉
支
所

3
8
°
～
4
9
′
～
4
2
″
1
4
1
°
～
1
1
′
～
1
1
″
2
6
.
4

S
5
0
.
4
.
1
自
記

東
山
一
関
市
東
山
町
長
坂
字
西
本
町
1
0
5
-
1
一
関
市
役
所
東

山
支
所

3
8
°
～
5
9
′
～
3
5
″
1
4
1
°
～
1
5
′
～
2
3
″
3
4
1
4
9
.
8
H
1
4
.
7
.
1
1
S
5
2
.
8
.
2
6
自
記
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雨
量
、
水
位
観
測
所
及
び
連
絡
系
統
図
 

 
                                               

東
北
地
方
整
備
局

 
岩
手
河
川
国
道
事
務
所

 
 電
話
 

01
9-

62
4-

31
31

 

水
 
五
串

 
磐
井
川

 

宮
 
 
 

 城
  
 
 
県

 
登

 米
 土

 木
 事

 務
 所

 

 
電
話

02
20

-2
2-

27
63

(直
)

61
11

(代
)

岩
手
河
川
国
道
事
務
所

 
一
関
出
張
所

 
 電
話
 

01
91

-2
3-

24
35

 
雨

  
一
関

 

雨
  

市
野
々

 

雨
  
栗
駒

 

水
 
釣
山

 
磐
井
川

 

水
 

狐
禅
寺

 
北
上
川

 

水
 
相
川

 
水

 
番
台

 
水

 
長
島

 

一
関
市
水
防
本
部

 
（
一
関
市
消
防
本
部
）

 
電
話
 

01
91

-2
5-

01
19

(代
)

雨
  
一
関

一
関
総
合
支
局
水
防
隊

(一
関
総
合
支
局
土
木
部

) 
 

電
話
 

01
91

-2
6-

14
18

 (代
)

岩
手
県
水
防
本
部

 
(
岩
手
県
河
川
課

) 
 

電
話
 

01
9-

65
1-

31
11

 

県
南
広
域
振
興
局
水
防
隊

 
 

電
話
 

01
97

-2
2-

28
81

 

一
関
警
察
署

 
 

電
話
 

01
91

-2
1-

01
10

(代
) 

千
厩
行
政
セ
ン
タ
ー
水
防
隊

 
 

電
話
 

01
91

-5
2-

49
71

(代
) 

一
関
市
役
所

 
電
話
 

01
91

-2
1-

21
11

(代
)

一
関
市
役
所
花
泉
支
所

 
電
話
 

01
91

-8
2-

22
11

(代
)

一
関
西
消
防
署

 
電
話
 

01
91

-2
5-

01
19

(代
)

一
関
南
消
防
署

 
電
話
 

01
91

-8
2-

01
19

(代
)

一
関
市
水
防
隊

 
電
話
 

01
91

-2
5-

01
19

(代
)

一
関
西
消
防
署
平
泉
分
署

電
話
 

01
91

-4
6-

01
19

(代
)

一
関
南
消
防
署
藤
沢
分
署

電
話
 

01
91

-6
3-

01
19

(代
)

北
 
上
 
川

 

磐
井
川

(直
轄
分

) 
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及
び
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絡
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 城
  
 
 
県

 
登
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 木
 事

 務
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電
話

02
20

-2
2-

27
63

(直
)

61
11

(代
)

雨
  
萩
荘

 

水
 
老
流

 
久
保
川

 

水
 
大
森

 
小
猪
岡
川

 

雨
  
山
目

 

雨
  

太
田
沼

一
関
総
合
支
局
水
防
隊

(一
関
総
合
支
局
土
木
部

) 
 

電
話
 

01
91

-2
6-

14
18

 (代
)

岩
手
県
水
防
本
部

(
岩
手
県
河
川
課

)
 

電
話
 

01
9-

65
1-

31
11

一
関
警
察
署

 
電
話
 

01
91

-2
1-

01
10

(代
)

夏
川
土
地
改
良
区

 
 

電
話
 

01
91

-8
4-

25
15

(代
) 

一
関
市
役
所

 
電
話
 

01
91

-2
1-

21
11

(代
)

一
関
市
役
所
花
泉
支
所

 
電
話
 

01
91

-8
2-

22
11

(代
) 

一
関
西
消
防
署

 
電
話
 

01
91

-2
5-

01
19

(代
)

一
関
南
消
防
署

 
電
話
 

01
91

-8
2-

01
19

(代
)

一
関
市
水
防
隊

 
電
話
 

01
91

-2
5-

01
19

(代
)

一
関
西
消
防
署
平
泉
分
署

 
電
話
 

01
91

-4
6-

01
19

(代
) 

一
関
南
消
防
署
藤
沢
分
署

 
電
話
 

01
91

-6
3-

01
19

(代
) 

磐
井
川

 

吸
川

 

小
猪
岡
川

 

金
流
川

 

夏
川

 

磯
田
川

 

久
保
川

 

須
川
高
原
温
泉

 
電
話
 

 
01

91
-2

3-
93

37
(代

)

一
関
総
合
支
局

農
林
部
農
村
整
備
室

 
電
話
 

01
91

-2
6-

18
93

雨
  
山
谷

 

雨
  

達
古
袋

 

水
 

太
田
沼

夏
川

水
 
町
裏

 
金
流
川

雨
  
町
裏

水
 
吸
川

 
吸
川

 

雨
  
花
泉

 

一
関
市
水
防
本
部

 
（
一
関
市
消
防
本
部
）

 
電
話
 

01
91

-2
5-

01
19

(代
)
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水
 

排
水
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吸
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北
上
川

 

砂
鉄
川

 

山
谷
川

 

猿
沢
川

 

曽
慶
川

 

大
川

 

水
 
銚
子

 
北
上
川

 

水
 

諏
訪
前

 
北
上
川

 

水
 
妻
神

 
砂
鉄
川

 

水
 
町
裏

 
砂
鉄
川

 

水
 
千
厩

 
千
厩
川

水
 
矢
作

 
千
厩
川

水
 

七
日
町

北
上
川

水
 
西
口

 
黄
海
川

水
 
大
木
下

黄
海
川

雨
 
大
 
原

 
雨

 
藤
 
沢

雨
 
中
川

 
雨

 
田
河
津

東
北
地
方
整
備
局

 
岩
手
河
川
国
道
事
務
所

 
電
話

01
9-

62
4-

31
31

 

岩
手
河
川
国
道
事
務
所

 
一
関
出
張
所

 
電
話

01
91

-2
3-

24
35

 

専
用
回
線

 

岩
 手

 県
 水

 防
 本

 部
 

 
電
話

01
9-

65
1-

31
11

 

一
関
総
合
支
局
水
防
隊

 
 

電
話

01
91

-2
6-

14
18

 

千
 
厩
 
警
 
察
 
署

 
 

電
話

01
91

-5
1-

01
10

 

千
厩
行
政
セ
ン
タ
ー
水
防
隊

 
 

電
話

01
91

-5
2-

49
71

 

一
関
市
水
防
本
部

 
電
話

01
91

-2
5-

01
19

 

水
 
折
壁

 
大
川

 

水
 
神
ノ
田

 
千
厩
川

 

水
 
川
内

 
砂
鉄
川

水
 
長
坂

 
砂
鉄
川

自 動 車 40 分

自 動 車 40 分

自
 
動

 
車 15 分

 

自
 
動

 
車 30 分

 

自 動 車 30 分

水
 
室
根

 
大
川

 

水
 
山
谷

 
山
谷
川

 

水
 
天
梅

 
千
厩
川

水
 
山
崎

 
猿
沢
川

水
 
川
内

 
砂
鉄
川

雨
 
津
谷
川

雨
 

中
 
川

雨
 

摺
 
沢

 
雨

 
千
 
厩

 

一
関
東
消
防
署

 
電
話

01
91

-5
1-

01
19

 

川
崎
分
署

 
電
話

01
91

-4
3-

01
19

一
関
北
消
防
署

 
電
話

01
91

-7
1-

01
19

 

一
関
市
立
興
田
公
民
館

 
電
話

01
91

-7
4-

21
11

 

東
山
分
署

 
電
話

01
91

-4
7-

01
19

藤
沢
分
署

 
電
話

01
91

-6
3-

01
19

室
根
分
署

 
電
話

01
91

-6
4-

01
19

一
関
市
役
所
（
本
庁
）

 
電
話

01
91

-2
1-

21
11

 

一
関
市
役
所
大
東
支
所

 
電
話

01
91

-7
2-

21
11

 

一
関
市
役
所
室
根
支
所

 
電
話

01
91

-6
4-

21
11

 

一
関
市
役
所
川
崎
支
所

 
電
話

01
91

-4
3-

21
11

 

一
関
市
役
所
東
山
支
所

 
電
話

01
91

-4
7-

21
15

 

一
関
市
役
所
千
厩
支
所

 
電
話

01
91

-5
3-

21
11

 

一
関
市
立
猿
沢
公
民
館

 
電
話

01
91

-7
6-

22
22

 

一
関
市
立
松
川
公
民
館

 
電
話

01
91

-4
8-

24
10

 

一
関
南
消
防
署

 
電
話

01
91

-8
2-

01
19

 
自 動 車 20 分
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雨
  
東
山

 



通
報
警
戒
特
別
危
険
堤
防
量
水
標
既
往

観
測

観
測

(
指
定
)

警
戒

０
点
最
大
起
因

開
始

水
位
水
位
水
位
水
位
天
端
高
（
T
P
高
）
水
位

年
月
日
方
式

北
上
川
北
上
川
狐
禅
寺
岩
手
河
川
国
道
事
務
所
一
関
市
狐
禅
寺
字
川
口

千
歳
橋
上
流
約
1
k
m

5
.
0
0
7
.
0
0

1
2
.
8
0

1
0
.
5
7
0
1
6
.
8
9
S
2
2
.
9
.
1
S
2
4
.
1
2
.
1
テ
レ
メ
ー
タ
公
表
、
通
報

北
上
川
北
上
川
相
川

岩
手
河
川
国
道
事
務
所
一
関
市
舞
川
字
河
賀
慶

千
歳
橋
下
流
約
1
k
m

5
.
0
0
6
.
7
0

9
.
5
5
0
1
3
.
7
7
H
1
4
.
7
.
1
1
S
2
8.
4
.
1
テ
レ
メ
ー
タ
通
報

北
上
川
北
上
川
番
台

岩
手
河
川
国
道
事
務
所
一
関
市
舞
川
字
番
台

北
上
大
橋
上
流
約
1
0
0
m

5
.
5
0
6
.
5
0

1
0
.
8
0
0
1
1
.
5
3
H
1
4
.
7
.
1
1
S
2
7
.
9
.
9
普
通

北
上
川
北
上
川
諏
訪
前
岩
手
河
川
国
道
事
務
所
川
崎
町
薄
衣
字
諏
訪
前

4
.
0
0
5
.
5
0

8
.
7
0

8
.
1
0
7
1
4
.
5
0
S
2
2
.
9
.
1
6
S
3
7
.
1
.
1
テ
レ
メ
ー
タ
公
表
、
通
報

北
上
川
北
上
川
銚
子

岩
手
河
川
国
道
事
務
所
川
崎
町
門
崎
字
銚
子

4
.
6
0
5
.
5
0

9
.
3
3
0
1
0
.
7
0
H
1
4
.
7
.
1
2
S
2
7
.
9
.
9
普
通

計
5
箇
所

北
上
川
磐
井
川
釣
山

岩
手
河
川
国
道
事
務
所
一
関
市
釣
山
下

一
関
市
上
の
橋
上
流
約
1
0
0
m
1
.
8
0
2
.
6
0

6
.
0
0

2
0
.
5
8
0
4
.
4
4
S
5
6
.
8
.
2
3
S
2
4
.
3
.
1
0
テ
レ
メ
ー
タ
公
表
、
通
報

北
上
川
磐
井
川
五
串

岩
手
河
川
国
道
事
務
所
一
関
市
厳
美
町
字
下
谷
地
御
覧
場
橋
下
流
約
5
0
m

1
.
7
0

5
9
.
0
0
0
5
.
9
0
S
5
4
.
1
0
.
1
9
S
4
1
.4
.
1
0
テ
レ
メ
ー
タ
通
報

計
2
箇
所

北
上
川
千
厩
川
矢
作

岩
手
河
川
国
道
事
務
所
川
崎
町
薄
衣
字
矢
作
前

1
.
8
0
2
.
5
0

1
3
.
4
0
6
6
.
3
1
H
1
4
.
7
.
1
1
S
2
7
.
1
0
.
1
0
テ
レ
メ
ー
タ

北
上
川
千
厩
川
千
厩
(
内
水
）
岩
手
河
川
国
道
事
務
所
川
崎
町
薄
衣

北
上
大
橋
下
流
約
4
0
0
ｍ

1
7
.
1
9
S
5
4
.
8
.
4
S
4
8
.
3
.
2
5
テ
レ
メ
ー
タ

北
上
川
千
厩
川
千
厩
(
外
水
）
岩
手
河
川
国
道
事
務
所
川
崎
町
薄
衣

北
上
大
橋
下
流
約
4
0
0
ｍ

1
7
.
4
9
S
5
4
.
8
.
7
S
4
8
.
3
.
2
5
テ
レ
メ
ー
タ
通
報

北
上
川
千
厩
川
天
梅

千
厩
土
木
セ
ン
タ
ー
千
厩
町
奥
玉

0
.
9
0
1
.
4
0

2
.
8
5
0
1
9
1
.
0
4
0

H
4
.
4
.
1
自
記

北
上
川
千
厩
川
神
ノ
田
千
厩
土
木
セ
ン
タ
ー
千
厩
町
千
厩
字
神
ノ
田

梅
田
橋

1
.
5
0
2
.
0
0

7
3
.
3
5
9

H
8
.
5
テ
レ
メ
ー
タ
公
表
、
通
報

北
上
川
千
厩
川
町
裏

千
厩
土
木
セ
ン
タ
ー
千
厩
町
千
厩
字
町
裏

1
.
5
0
2
.
0
0

自
記

計
6
箇
所

北
上
川
砂
鉄
川
妻
神

岩
手
河
川
国
道
事
務
所
川
崎
町
門
崎
字
小
白

川
崎
町
門
崎
橋
上
流
約
5
0
ｍ
2
.
0
0
2
.
8
0

S
2
7
.
1
0
.
1
0
テ
レ
メ
ー
タ
公
表
、
通
報

北
上
川
砂
鉄
川
十
二
木
橋
岩
手
河
川
国
道
事
務
所
東
山
町
松
川

H
1
6
.
4
.
1
テ
レ
メ
ー
タ

北
上
川
砂
鉄
川
長
坂

千
厩
土
木
セ
ン
タ
ー
東
山
町
長
坂
字
西
本
町
1
4
2
-
1

2
.
5
0
3
.
5
0

6
.
5
0
0
2
3
.
4
1
3

H
1
7
.
4
.
1
テ
レ
メ
ー
タ
公
表
、
通
報

北
上
川
砂
鉄
川
町
裏

千
厩
土
木
セ
ン
タ
ー
東
山
町
長
坂
字
町
裏

1
.
5
0
2
.
0
0

4
.
4
0
0
2
4
.
6
4
5

S
1
2
.
1
普
通

北
上
川
砂
鉄
川
川
内

千
厩
土
木
セ
ン
タ
ー
大
東
町
大
原
字
川
内

1
.
2
0
1
.
7
0

3
.
3
0
0
1
3
8
.
8
1
3
1
.
8
0
S
2
5
.
8
.
4
S
2
5
.
6
.
1
普
通

北
上
川
砂
鉄
川
川
内

千
厩
土
木
セ
ン
タ
ー
大
東
町
大
原
字
川
内

川
内
橋
上
流
約
5
0
ｍ

1
.
2
0
1
.
7
0
2
.
2
0

2
.
5
0
0
1
4
0
.
3
1
1
2
.
5
0
S
5
7
.
8
.
2
3
H
8
.
5
テ
レ
メ
ー
タ
公
表
、
通
報

計
6
箇
所

北
上
川
夏
川
太
田
沼
一
関
総
合
支
局
土
木
部
花
泉
町
永
井
字
鞍
懸
山
2
0
2
太
田
沼
排
水
樋
管

3
.
0
0
4
.
0
0

6
.
2
0
5
5
.
2
7
0
7
.
2
0
S
2
3
.
9
.
1
6
不
明

テ
レ
メ
ー
タ
公
表
、
通
報

計
1
箇
所

北
上
川
吸
川
吸
川

一
関
総
合
支
局
土
木
部
一
関
市
宮
坂
町
4
9

新
吸
川
橋

1
.
0
0
1
.
2
0

3
.
4
3
0
2
1
.
0
7
0
3
.
7
0
S
2
3
.
9
.
1
6
S
4
1
.
4
.
1
テ
レ
メ
ー
タ
公
表
、
通
報

計
1
箇
所

北
上
川
金
流
川
町
裏

一
関
総
合
支
局
土
木
部
花
泉
町
老
松
字
水
沢
1
9
3
老
松
橋

1
.
7
0
2
.
2
0

6
.
0
4
7
1
9
.
9
1
3
3
.
3
0
S
4
1
.
9
.
2
5
S
3
8
.
3
.
3
1
テ
レ
メ
ー
タ
公
表
、
通
報

計
1
箇
所

北
上
川
山
谷
川
山
谷

千
厩
土
木
セ
ン
タ
ー
東
山
町
長
坂
字
山
谷

2
.
0
0
2
.
5
0

H
3
.
4
.
1
自
記

計
1
箇
所

北
上
川
猿
沢
川
山
崎

千
厩
土
木
セ
ン
タ
ー
大
東
町
猿
沢
字
山
崎

1
.
3
0
1
.
8
0

3
.
6
0
0
1
1
7
.
1
7
8

S
2
5
.
6
.
1
普
通

計
1
箇
所

北
上
川
曽
慶
川

千
厩
土
木
セ
ン
タ
ー
大
東
町
摺
沢

1
.
0
0
1
.
5
0

2
.
6
0
0
5
6
.
3
7
6

S
5
4
普
通

計
1
箇
所

大
川
大
川
室
根

千
厩
土
木
セ
ン
タ
ー
室
根
町
折
壁
字
月
山
下

0
.
0
0
0
.
5
0

1
.
4
0
0
1
5
0
.
3
0
0

S
5
6
普
通

大
川
大
川
折
壁

千
厩
土
木
セ
ン
タ
ー
室
根
町
折
壁
字
宝
下
2
0
-
2
六
道
橋

1
.
5
0
2
.
0
0

1
4
5
.
9
6
5

H
8
.
5
テ
レ
メ
ー
タ
公
表
、
通
報

計
2
箇
所

大
川

水
 
 
位
 
 
観
 
 
測
 
 
所
 
 
一
 
 
覧
 
 
表

山
谷
川

猿
沢
川

曽
慶
川

夏
川

吸
川

金
流
川

千
厩
川

砂
鉄
川河
川
名

水
系
名

備
考

磐
井
川

北
上
川

設
置
場
所

所
在
地

所
管

観
測
所
名

39



機　関　の　名　称 電　話　番　号 備　　　　考
国土交通省東北地方整備局岩手河川国道事務所 019-624-3131
国土交通省東北地方整備局岩手河川国道事務所一関出張所 0191-23-2435
仙台管区気象台盛岡地方気象台(防災) 019-622-7870
仙台管区気象台盛岡地方気象台(技術) 019-622-7868
東北森林管理局岩手南部森林管理署 0197-24-2131
東北農政局岩手農政事務所地域第三課 0191-23-4518
陸上自衛隊岩手駐屯地 019-688-4311
岩手県 019-651-3160～3174
岩手県河川課 019-651-3111
県南広域振興局 0197-22-2881
県南広域振興局一関総合支局 0191-26-1411
一関総合支局土木部 0191-26-1418
一関総合支局農林部農村整備室 0191-26-1893
千厩行政センター 0191-51-4901
千厩土木センター 0191-52-4971
一関保健所 0191-26-1415
一関保健所大東支所 0191-75-2211
岩手県警察本部 019-653-0110
一関警察署 0191-21-0110
千厩警察署 0191-51-0110
東北電力株式会社一関営業所 0191-23-3056
東北電力株式会社東磐井サービスセンター 0191-53-2051
東日本電信電話株式会社岩手支店災害対策室 090-3120-5844
東日本旅客鉄道株式会社一ノ関駅 0191-23-1673
東日本旅客鉄道株式会社大船渡営業所 0226-24-5108
日本赤十字社岩手県支部 019-623-7218
日本郵政公社一関郵便局 0191-23-4151
岩手県交通株式会社一関営業所 0191-23-4250
岩手県交通株式会社千厩バスターミナル 0191-51-3167
一関ガス株式会社 0191-23-3417
岩手県トラック協会両磐一関支部 0191-23-7758
社団法人岩手県建設業協会一関支部 0191-23-3286
社団法人岩手県建設業協会千厩支部 0191-53-2747
独立行政法人国立病院機構岩手病院 0191-25-2221
一関病院 0191-23-2050
岩手県立磐井病院 0191-23-3452
岩手県立南光病院 0191-23-3655
岩手県立千厩病院 0191-53-2101
岩手県立大東病院 0191-72-2121
岩手県立磐井病院付属花泉地域診療センター 0191-82-3111
西城病院 0191-23-3636
昭和病院 0191-23-2020
一関市医師会 0191-23-8811
一関歯科医師会 0191-21-1858
日本放送協会盛岡放送局 019-626-8826
岩手放送株式会社 019-623-3127
株式会社テレビ岩手 019-624-1166
株式会社エフエム岩手 019-625-5511
株式会社岩手めんこいテレビ 019-656-3300
岩手朝日テレビ株式会社 019-629-2525
一関ケーブルネットワーク 0191-21-1256
岩手日日新聞社 0191-26-4204
岩手日報一関支社 0191-23-4124
河北新報一関支局 0191-26-3066
朝日新聞社一関支局 0191-23-3426
毎日新聞社一関通信部 0191-33-1800
読売新聞社一関通信部 0191-23-4145
産経新聞盛岡支局 019-651-6333

水防関係機関及び通報先一覧表
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機　関　の　名　称 電　話　番　号 備　　　　考
いわい東農業協同組合本店 0191-52-5500
ＪＡいわて南本店 0191-23-3006
磐井農業共済組合 0191-23-3072
一関地方森林組合 0191-33-2030
東磐井地方森林組合本所 0191-75-3110
須川高原温泉 0191-23-9337
釣山揚水場 0191-26-4910
照井土地改良区 0191-23-2135
須川土地改良区 0191-82-4284
真打堰土地改良区 0191-39-2651
市野々土地改良区 0191-38-2228
富沢土地改良区 0191-43-4223
夏川沿岸土地改良区 0191-84-2515
内ノ目土地改良区 0191-84-2520
金流川沿岸涌津土地改良区 0191-82-2550
金流川東部土地改良区 0191-82-2118
日形土地改良区 0191-82-1226
大堤土地改良区 0191-82-2119
大東町土地改良区 0191-72-2614
千厩土地改良区 0191-53-2704
東山町土地改良区 0191-47-2111
室根土地改良区 0191-64-3077
川崎土地改良区 0191-43-3116

0220-22-2494
0220-22-2763

平泉町役場 0191-46-2111
藤沢町役場 0191-63-2111
藤沢自治センター(消防防災係） 0191-63-4121
宮城県登米市役所 0220-22-2130
宮城県栗原市役所 0228-22-1149

水防関係機関及び通報先一覧表

宮城県登米土木事務所
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雨量、水位の公表要領 
１ インターネットによる情報提供 
市は、一関市役所及び一関市消防本部ホームページにより、平成 18 年度岩手県水防計画に定める雨
量、水位の公表要領に基づき公表された情報について住民等に周知するものとする。 
 
 一関市役所：一関市役所ホームページ（「緊急災害情報」河川情報のお知らせ） 
      http://www.city.ichinoseki.iwate.jp/index.cfm/8,1196,64,html 
 
 一関市消防本部：一関市消防本部ホームページ（「災害発生情報」河川情報リンク） 
   http://www.fdr.jp/1/saigaiJyouhou.htm 
 

＜参考＞ 平成 18年度岩手県水防計画 ～雨量、水位の公表要領～ 
 
１ 適用 
  この要領は、岩手県、岩手河川国道事務所、北上川ダム統合管理事務所が所管している観測所の

うち、別表 11「雨量観測箇所一覧表」及び別表 13「水位観測箇所一覧表」のそれぞれ備考欄に公
表と記載されている観測所（以下「公表対象観測所」という。）について適用する。それ以外の観

測所について、各観測所管理者の判断において別途公表を行うことを妨げるものではない。 
 
２ 公表の方法、手段、時間間隔 
  公表の方法は、原則ホームページ等への掲載によることとする。公表時間間隔については 1時間
間隔を原則とするが、洪水等において各管理者の判断により短くすることがある。 
    岩手県：岩手県ホームページ 

http://www.pref.iwate.jp/~hp0605/kaseninfo/ 
     （携）http://www.pref.iwate.jp/m/    （「河川情報」メニュー） 
 
   国土交通省機関共通：国土交通省【川の防災情報】 

       http://www.river.go.jp/ 
     （携）http://i.river.go.jp/ 
  

岩手河川国道事務所：岩手河川国道事務所ホームページ 
          http://www.thr.mlit.go.jp/iwate/bousai/suii/ 
     （携）http://keitai.thr.mlit.go.jp.iwate/ (「北上川情報」メニュー) 
 
   北上川ダム統合管理事務所：北上川ダム統合管理事務所ホームページ 
          http://www.thr.mlit.go.jp/kitakato/ 
   ※（携）は携帯電話対応のホームページである。 

 

２ テレフォンサービスによる情報提供 
 市は、次のテレフォンサービスにより、北上川（狐禅寺、諏訪前水位観測所）及び砂鉄川（妻神水位

観測所）の水位情報を提供するものとする。 
 
０１９１－４３－４１１２ 
 
０１９１－４３－４１１３ 
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非常扱通話の取扱要領 

 

 水防法（昭和 24 年法律第 193 号）第 27 条の規定に基づき、洪水又は高潮に際し水の

警戒及び防ぎょのための連絡装置を内容とするもので警報発令以後は、水防の必要があ

ると認められるとき以降、事態の解消するまで関係機関相互間の発受するものに限り非

常扱通話として取扱う。 

１ 通話の申し込みは、102 番をダイヤルし「非常扱通話」と告げる。 

２ 非常扱通話の接続にあたり、相手の電話が通話中のときは、交換取扱者が、その通

話中の通話に割込み当通話を切断して接続することがあります。 

３ 通話のふくそう状況に応じ、通話時間が制限されることもあります。 

 

〈参 考〉 

 電気通信事業法（昭和 59 年法律第 86 号）第８条 

 電気通信事業法施行規則（昭和 60 年郵政省政令第 25 号） 

                    第５章・第 55 号～第 56 号 

 電話サービス契約約款（平成 11 年東企営第 99－１号） 

                    第９章 

第２節 第 62 条 

第 63 条 

第３節 第 64 条～第 66 条 

 



区 災害時優先番号

分 登録電話番号

国土交通省岩手河川国道事務所 盛岡市上田4-2-2 019 624-3131 624-3136

23-2435(代）
23-2491

北上川ダム統合管理事務所 盛岡市下厨川字四十四田1 019 643-7831(代） 643-7971

622-7868(技術）
622-7870(防災）

陸上自衛隊岩手駐屯地 岩手郡滝沢村滝沢後268-433 019 688-4311(代） 688-4313

651-3160～
651-3174

県南広域振興局土木部 奥州市水沢区大手町1-2 0197 22-2881 22-2812

一関総合支局土木部 一関市竹山町7-5 0191 26-1418(代） 合同庁舎26-1425

52-4971(代）
52-4973

653-5153～
653-5161

一関市消防本部 一関市山目字中野140-3 0191 25-0119 25-5114

一関市役所 一関市竹山町7-2 0191 21-2111 21-2120

一関市役所花泉支所 一関市花泉町涌津字一ノ町29 0191 82-2111(代） 82-2207

一関市役所大東支所 一関市大東町大原字川内40 0191 72-2111(代） 72-2118

一関市役所千厩支所 一関市千厩町千厩北方174 0191 53-2111(代） 53-2115

47-2111(代） 47-2115
47-2116

一関市役所室根支所 一関市室根町折壁字八幡沖345 0191 64-2111(代） 64-2114

43-2111(代） 43-2115
43-2112

平泉町役場 西磐井郡平泉町平泉字志羅山45-2 0191 46-2566 46-2566

藤沢町役場 東磐井郡藤沢町藤沢字町裏105 0191 63-2111（代） 63-2115

63-4121
63-4122

ＮＴＴ東日本岩手支店 盛岡市中央通1-2-2 019 625-4960 651-4200

ＮＨＫ盛岡放送局 盛岡市上田4-1-3 019 626-8826(代） 622-1093

岩手放送株式会社 盛岡市志家町6-1 019 623-3127(代） 651-7702

株式会社テレビ岩手 盛岡市内丸2-10 019 624-1166(代） 623-3530

株式会社エフエム岩手 盛岡市盛岡駅前通8-17 019 625-5511(代） 625-5515

株式会社岩手めんこいテレビ 盛岡市本宮字松幅89 019 656-3300(代） 659-2700

岩手朝日テレビ株式会社 盛岡市盛岡駅西通2-6-5 019 629-2525 629-2525

東北電力株式会社岩手支店 盛岡市紺屋町1-25 019 653-2115(代） 654-7311

電話番号市外局番住所名称

623-3757

23-2495

019

0191

651-3111(代）019

東磐井郡藤沢町藤沢字町裏187藤沢自治センター

一関市川崎町薄衣字諏訪前137一関市役所川崎支所

一関市東山町長坂字西本町105-1一関市役所東山支所

一関市千厩町千厩字北方85-2

盛岡市内丸8-10

国

隣
接
市
町
村

県

一関総合支局千厩土木センター

岩手県

盛岡地方気象台

一
関
市

岩手県警察本部

一関市狐禅寺字石ノ瀬155-81一関出張所

盛岡市内丸10-1

盛岡市山王町7-60

防
災
関
係
機
関

非常扱電話利用機関及び電話番号表

63-4122

合同庁舎52-49730191

0191

0191

0191

653-0110(代）019
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川
ダ
ム
統
合
管
理
事
務
所

 

岩
手
河
川
国
道
事
務
所
盛
岡
出
張
所

 

岩
手
河
川
国
道
事
務
所
水
沢
出
張
所

 

岩
手
河
川
国
道
事
務
所
一
関
出
張
所

 

県
南
広
域
振
興
局

 

盛
岡
地
方
振
興
局

 

花
巻
総
合
支
局

 

北
上
総
合
支
局

 

一
関
総
合
支
局

 

岩
手
県
総
合
防
災
室

 

岩
手
県
警
察
本
部

 

陸
上
自
衛
隊
岩
手
駐
屯
地

 

Ｎ
Ｔ
Ｔ
東
日
本
岩
手
支
店

 

J
R
東
日
本
盛
岡
支
社

 

岩
手
県
農
村
建
設
課

 

 
岩
手
県
河
川
課

 
盛
岡
市
消
防
防
災
課

 

雫
石
町
総
務
課

 

滝
沢
村
総
務
課

 

八
幡
平
市
総
務
課

 

花
巻
市
東
和
総
合
支
局

 

遠
野
市
総
務
課

 

奥
州
市
役
所
衣
川
総
合
支
所

 

紫
波
町
生
活
環
境
課

 

矢
巾
町
住
民
課

 

花
巻
市
消
防
防
災
課

 

花
巻
市
石
鳥
谷
総
合
支
所

 

北
上
市
消
防
防
災
課

 

奥
州
市
役
所
本
庁
水
沢
総
合
支
所

 

奥
州
市
役
所
江
刺
総
合
支
所

 

金
ヶ
崎
町
生
活
環
境
課

 

奥
州
市
役
所
前
沢
総
合
支
所

 

一
関
市
消
防
本
部

 

平
泉
町
総
務
課

 

藤
沢
町
自
治
振
興
推
進
室

 

関
係
交
番
・
駐
在
所

N
H

K
盛
岡
放
送
局

 

岩
手

放
送

 

テ
レ
ビ
岩
手

 

岩
手
め
ん
こ
い
テ
レ
ビ

 

岩
手
朝
日
テ
レ
ビ

 

F
M

岩
手

 

住
民
等

放
送

岩
手
県
保
健
福
祉
企
画
室

 

綱
取
ダ
ム
管
理
事
務
所

 

日
本
赤
十
字
社
岩
手
県
支
部

関
係
警
察
署
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砂
鉄
川
水
防
警
報
及
び
特
別
警
戒
水
位
情
報
の
伝
達
系
統
図
 

  
 
 
 
 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
（
特
別
警
戒
水
位
情
報
の
み
）
 

                          

一
関
市
消
防
本
部

住
民
等

放
送

岩
手
県
警
察
本
部

関
係
交
番
・
駐
在
所

日
本
赤
十
字
社
岩
手
県
支
部

陸
上
自
衛
隊
岩
手
駐
屯
地

岩
手
県
保
健
福
祉
企
画
室

N
H

K
盛
岡
放
送
局

岩
手
放
送

テ
レ
ビ
岩
手

岩
手
め
ん
こ
い
テ
レ
ビ

岩
手
朝
日
テ
レ
ビ

F
M

岩
手

岩
手
県
総
合
防
災
室

Ｎ
Ｔ
Ｔ
東
日
本
岩
手
支
店

J
R
東
日
本
盛
岡
支
社

岩
手
県
農
村
建
設
課

盛
岡
地
方
気
象
台
技
術
課

千
厩
土
木
セ
ン
タ
ー

 

岩
手
県
河
川
課

 

東
北
地
方
整
備
局

 
(
地
域
河
川
課

) 

岩
手
河
川
国
道
事
務
所

 
(
調
査
第
一
課

) 

関
係
警
察
署
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吸
 
川
 
監
 
視
 
計
 
画

 
項
 
目

 
内
水
水
位

 摘
要

 

監
視
水
位

 ２
．
０
ｍ

 消
防
・
建
設
…
監
視
体
制
（
夜
間
連
絡
：
消
防
→
建
設
）

 
広
報
班
…
…
…
広
報
体
制
準
備
（
連
絡
：
消
防
→
広
報
班
）

 

通
報
水
位

 ２
．
５
ｍ

 広
報
班
…
広
報
開
始
、
注
意
の
喚
起

 
(①
広
報
車
、
②
緊
急
情
報
シ
ス
テ
ム

(三
関
、
桜
町
、
関
が
丘
））

 

警
戒
水
位

 ３
．
０
ｍ

 広
報
班
…
警
戒
の
呼
び
か
け

 
(①
広
報
車
、
②
緊
急
情
報
シ
ス
テ
ム

(三
関
、
桜
町
、
関
が
丘
））

 
消
防
…
…
水
防
隊
出
動
準
備

 
民
生
救
護
…
…
避
難
場
所
の
確
保
（
各
施
設
長
へ
連
絡
）

 

危
険
水
位

 ３
．
５
ｍ

 広
報
班
…
避
難
の
呼
び
か
け

 
(①
広
報
車
、
②
緊
急
情
報
シ
ス
テ
ム

(三
関
、
桜
町
、
関
が
丘
））

 
消
防
総
括
班
…
避
難
誘
導
体
制
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畳
炊
事
施
設

1
一
関
中
学
校

一
関
市
真
柴
字
中
田
1
8

2
3
-
5
1
2
0
一
関
1
7
区
、
三
関
１
区

×
○
避
難
所
標
識
有

2
関
が
丘
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
セ
ン
タ
ー

一
関
市
関
が
丘
1
6

2
1
-
2
1
5
0
一
関
2
0
区

○
○
避
難
所
標
識
有

3
2
0
区
公
民
館

一
関
市
沢
5
6

2
6
-
5
9
5
5
一
関
2
0
区

×
○
避
難
所
標
識
有

4
一
関
総
合
運
動
公
園
（
控
室
）

一
関
市
萩
荘
字
箱
清
水
4
-
2

2
1
-
2
1
3
7

×
×

5
高
崎
会
館

一
関
市
宮
坂
町
1
6
-
4

2
1
-
4
8
1
5

○
○
避
難
所
標
識
有

6
南
小
学
校

一
関
市
南
町
3
-
3

2
3
-
3
2
1
8

×
○
避
難
所
標
識
有

7
ひ
ま
わ
り
ク
ラ
ブ

一
関
市
台
町
1
1
-
1
3

無
×
×
避
難
所
標
識
有

8
台
町
公
民
館

一
関
市
台
町
5
-
8

2
3
-
7
4
4
7

×
○
避
難
所
標
識
有

9
一
関
聾
学
校

一
関
市
萩
荘
字
高
梨
南
方
2
1

2
4
-
2
0
3
0
一
関
1
、
2
、
3
、
4
区
、
一
関
1
3
区

×
○

1
0
一
関
工
業
高
等
学
校

一
関
市
萩
荘
字
釜
ヶ
渕
5
0

2
4
-
2
3
3
1
一
関
1
4
・
1
5
・
1
6
西
区

×
○

1
1
一
関
市
産
業
教
養
体
育
文
化
施
設
ア
イ
ド
ー
ム
一
関
市
東
台
5
0
-
4
6

2
1
-
5
4
4
4
一
関
1
6
東
・
1
6
中
区

×
×
避
難
所
標
識
有

1
2
滝
沢
小
学
校

一
関
市
滝
沢
字
寺
下
4
6

2
3
-
4
0
9
0

×
○
避
難
所
標
識
有

1
3
一
関
農
村
セ
ン
タ
ー

一
関
市
滝
沢
字
寺
下
5
2

2
3
-
8
8
4
4

○
○
避
難
所
標
識
有

1
4
真
滝
中
学
校

一
関
市
滝
沢
字
水
口
1
0
3
-
6
3

2
3
-
3
4
1
1
三
関
3
区

×
○
避
難
所
標
識
有

1
5
一
関
清
掃
セ
ン
タ
ー
リ
サ
イ
ク
ル
プ
ラ
ザ

一
関
市
狐
禅
寺
字
草
ヶ
沢
3
6
-
4
1
2
1
-
2
1
5
7

○
○

1
6
真
滝
2
区
公
民
館

一
関
市
狐
禅
寺
字
久
田
1
3
2

無
×
○
避
難
所
標
識
有

1
7
真
滝
5
区
公
民
館

一
関
市
狐
禅
寺
字
草
ヶ
沢
8
2
-
6

無
○
○
避
難
所
標
識
有

1
8
真
滝
3
区
集
会
所

一
関
市
狐
禅
寺
字
舞
台

無
真
滝
3
区

×
○
避
難
所
標
識
有

1
9
達
古
袋
小
学
校

一
関
市
萩
荘
字
八
幡
1
5
4
-
3

2
9
-
2
1
2
0
達
古
袋
地
区

×
○
避
難
所
標
識
有

2
0
萩
荘
公
民
館
市
野
々
分
館

一
関
市
萩
荘
字
上
本
郷
3
1
5

3
8
-
2
2
2
4
市
野
々
地
区

×
○
避
難
所
標
識
有

2
1
山
目
中
学
校

一
関
市
山
目
字
舘
4
6
-
1

2
3
-
5
2
3
3

×
○
避
難
所
標
識
有

2
2
法
師
宗

一
関
市
宮
前
町
1
2
-
2
8

2
3
-
8
6
4
2

○
○

2
3
一
関
市
役
所
本
庁

一
関
市
竹
山
町
7
-
2

2
1
-
2
1
1
1

○
○
避
難
所
標
識
有

2
4
県
南
総
合
振
興
局
一
関
総
合
支
局

一
関
市
竹
山
町
7
-
5

2
6
-
1
4
1
1

×
○
避
難
所
標
識
有

2
5
照
井
土
地
改
良
区

一
関
市
竹
山
町
4
-
5
5

2
3
-
2
1
3
5

×
×
避
難
所
標
識
有

2
6
山
目
小
学
校

一
関
市
幸
町
2
-
4
7

2
3
-
2
2
5
7

×
○
避
難
所
標
識
有

2
7
は
し
わ
ク
ラ
ブ

一
関
市
幸
町
2
-
4
7

2
6
-
5
3
3
4

×
×
避
難
所
標
識
有

2
8
一
関
第
二
高
等
学
校

一
関
市
赤
荻
字
野
中
2
3

2
5
-
2
2
4
1

×
○
避
難
所
標
識
有

2
9
山
目
5
区
公
民
館

一
関
市
山
目
字
中
野
1
5
3

2
5
-
4
8
1
0

○
○
避
難
所
標
識
有

3
0
前
田
民
区
公
民
館

一
関
市
山
目
字
前
田
1
0
8
-
1

無
前
田
区

○
○
避
難
所
標
識
有

3
1
一
関
西
消
防
署

一
関
市
山
目
字
中
野
1
4
0
-
3

2
5
-
0
1
1
9
三
反
田
1
・
2
区

○
○
避
難
所
標
識
有

3
2
Ｊ
Ａ
い
わ
て
南
本
店

一
関
市
竹
山
町
7
-
1

2
3
-
3
0
0
6
竹
山
区

×
○
避
難
所
標
識
有

3
3
中
里
7
区
公
民
館

一
関
市
中
里
字
沢
田
3
9
3
-
4
,
5

無
中
里
1
・
2
・
3
区

○
○

3
4
中
里
6
区
集
会
所

一
関
市
中
里
字
沢
田
6
2
-
3

無
○
○

3
5
里
ヶ
丘
集
会
所

一
関
市
中
里
字
沢
田
5
1
-
1
0

2
6
-
3
5
8
0

×
○

3
6
厳
美
小
学
校

一
関
市
厳
美
町
字
上
の
台
5
5
-
2

2
9
-
2
1
1
4
上
の
台
地
区
、
滝
の
上
地
区

×
○

3
7
厳
美
中
学
校

一
関
市
厳
美
町
字
上
の
台
5
1

2
9
-
2
0
1
6
上
の
台
地
区
、
滝
の
上
地
区

×
○

3
8
自
然
休
養
村
管
理
セ
ン
タ
ー

一
関
市
厳
美
町
字
沖
野
々
1
1
6
-
6
2
9
-
2
2
0
5
滝
の
上
、
上
野
地
区

○
○

3
9
瀧
門
寺

一
関
市
厳
美
町
字
鴻
の
巣
2
0
6

2
9
-
2
7
1
4
鴻
の
巣
地
区

○
○

4
0
厳
美
公
民
館
山
谷
分
館

一
関
市
厳
美
町
字
入
道
2
0
0

3
9
-
2
3
0
0
山
谷
地
区

×
○

4
1
本
寺
小
学
校

一
関
市
厳
美
町
字
岡
山
1
6
-
6

3
9
-
2
2
3
3
本
寺
地
区

×
○

4
2
本
寺
中
学
校

一
関
市
厳
美
町
字
岡
山
1
6
-
3

3
9
-
2
2
4
4
本
寺
地
区

×
○

4
3
一
関
生
活
改
善
セ
ン
タ
ー

一
関
市
厳
美
町
字
若
井
原
1
5
9
-
2
3
9
-
2
9
1
9
若
井
原
地
区

○
○

4
4
弥
栄
小
学
校

一
関
市
弥
栄
字
大
奈
良
3
3
-
4

4
3
-
3
1
2
9
小
間
木
、
川
底
、
広
町
地
区

○
○

4
5
弥
栄
中
学
校

一
関
市
弥
栄
字
茄
子
沢
1
9
8

4
3
-
2
3
3
7
茄
子
沢
地
区

×
○

4
6
弥
栄
公
民
館

一
関
市
弥
栄
字
茄
子
沢
2
3
6
-
1

4
3
-
2
3
4
6
茄
子
沢
地
区

○
○

4
7
弥
栄
公
民
館
平
沢
分
館

一
関
市
弥
栄
字
膳
棚
4
3
-
5

2
1
-
5
9
9
4
平
沢
地
区

○
○

4
8
一
関
文
化
伝
承
館

一
関
市
舞
川
字
中
里
8
5
-
2

2
8
-
2
3
4
1
相
川
地
区

×
○

4
9
舞
川
中
学
校

一
関
市
舞
川
字
中
入
1
0
8
-
2

2
8
-
2
8
2
3
河
賀
慶
、
番
台
、
根
岸
地
区

×
○

5
0
舞
川
小
学
校

一
関
市
舞
川
字
舘
の
越
2
0
-
4

2
8
-
2
1
2
1
和
田
、
西
平
、
高
鼻
地
区

×
○

5
1
舞
川
公
民
館

一
関
市
舞
川
字
中
里
9
5
-
1

2
8
-
2
1
1
1
相
川
地
区

○
○

5
2
観
福
寺

一
関
市
舞
川
字
竜
ヶ
沢
5

2
8
-
2
4
2
0
和
田
地
区

○
○

5
3
舞
川
1
1
区
集
会
所

一
関
市
舞
川
字
荷
掛
場

2
8
-
2
5
8
3
河
賀
慶
、
番
台
、
根
岸
地
区

○
○

電
話
番
号

真
滝
2
・
4
区

施
設
状
況
備
考

避
難
対
象
地
域

中
里
6
区

宮
下
区
、
宮
前
区
　
　
　
中
里
1
0
区
・
1
1
・
1
2
区

五
代
区
、
中
央
区

青
葉
1
・
2
区
、
幸
区
、
末
広
1
・
2
区

十
二
神
区
、
銅
谷
区

避
　
　
難
　
　
所
　
　
等
　
　
一
　
　
覧
　
　
表

地
域

一 関 地 域

避
難
場
所

番
号

所
在
地

一
関
5
区
、
釣
親
区

一
関
8
・
9
区
、
台
東
区
　
一
関
1
8
区
　
一
関
1
9
区
　
銀
座
区
、
大
町
区
、
一
関
1
2
区

三
関
2
・
4
区
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畳
炊
事
施
設

電
話
番
号

施
設
状
況
備
考

避
難
対
象
地
域

地
域

避
難
場
所

番
号

所
在
地

1
永
井
公
民
館

花
泉
町
永
井
字
粒
乱
田
6
9
-
1

8
4
-
2
5
5
7
永
井
1
区
、
2
区
、
9
区

×
×
避
難
所
標
識
無

2
高
倉
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

花
泉
町
永
井
字
薬
師
沢
9
9

8
4
-
2
5
4
4
永
井
3
区
、
4
区

○
×

〃
3
永
井
小
学
校

花
泉
町
永
井
字
岫
前
1
4
8

8
4
-
2
2
3
0
永
井
5
区
、
6
区
、
7
区
の
一
部

×
○

〃
4
瑞
昌
寺

花
泉
町
永
井
字
寺
前
2
7
1

8
4
-
2
9
8
8
永
井
7
区
の
一
部
、
8
区
の
一
部

○
×

〃
5
祥
雲
寺

花
泉
町
永
井
字
川
ノ
口
4
6

8
4
-
2
9
3
4
永
井
8
区
の
一
部

○
×

〃
6
花
泉
中
学
校

花
泉
町
涌
津
字
古
川
8

8
2
-
5
4
1
1
涌
津
1
区
、
2
区
の
一
部
、
花
泉
6
区
、
7
区

×
×

〃
7
長
禅
寺

花
泉
町
涌
津
字
後
山
1
2

8
2
-
3
3
7
8
涌
津
2
区
の
一
部
、
7
区

○
×

〃
8
涌
津
公
民
館

花
泉
町
涌
津
字
松
ノ
坊
6
5
-
2

8
2
-
4
0
6
7
涌
津
2
区
の
一
部
、
6
区
の
一
部

○
×

〃
9
亥
年
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

花
泉
町
涌
津
字
山
中
3
1
-
1
1
0

8
2
-
3
4
6
8
涌
津
3
区
、
4
区
の
一
部

×
○

〃
1
0
涌
津
小
学
校

花
泉
町
涌
津
字
松
ノ
坊
2
6
-
1

8
2
-
3
3
2
6
涌
津
5
区
、
6
区
の
一
部

○
×

〃
1
1
い
ず
み
の
森
幼
稚
園

花
泉
町
涌
津
字
悪
法
師
3
8
-
3
1
2

8
2
-
1
0
0
1
涌
津
4
区
の
一
部

×
×

〃
1
2
宝
祥
寺

花
泉
町
油
島
字
柿
の
木
3

8
2
-
3
8
9
1
油
島
1
区
の
一
部

○
×

〃
1
3
花
泉
高
校

花
泉
町
花
泉
字
林
ノ
沢
1
7
-
9

8
2
-
3
3
6
3
油
島
1
区
の
一
部
、
花
泉
5
区
の
一
部

×
×

〃
1
4
油
島
公
民
館

花
泉
町
油
島
字
上
築
道
2
0

8
2
-
4
3
7
1
油
島
2
区

○
○

〃
1
5
油
島
小
学
校

花
泉
町
油
島
字
上
築
道
3
4
-
1

8
2
-
3
3
2
8
油
島
3
区
、
4
区

×
×

〃
1
6
蝦
島
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

花
泉
町
油
島
字
日
向
平
1
7
-
1

8
2
-
3
3
2
9
油
島
5
区

○
○

〃
1
7
満
昌
寺

花
泉
町
油
島
字
憧
伝
沢
3
5

8
2
-
3
2
1
2
油
島
6
区

○
×

〃
1
8
宝
泉
寺

花
泉
町
花
泉
字
馬
場
3
0

8
2
-
2
1
6
4
花
泉
1
区
の
一
部
、
8
区
、
9
区
の
一
部

○
×

〃
1
9
花
泉
公
民
館

花
泉
町
花
泉
字
天
王
沢
沖
1
0
9
-
1
8
2
-
4
3
7
5
花
泉
1
区
の
一
部
、
2
区

○
○

〃
2
0
花
泉
小
学
校

花
泉
町
花
泉
字
天
王
沢
沖
9
0

8
2
-
3
3
2
2
花
泉
3
区
、
4
区

×
×

〃
2
1
徳
寿
院

花
泉
町
花
泉
字
西
郷
ノ
目
3
0

8
2
-
2
7
0
0
花
泉
5
区
の
一
部

○
×

〃
2
2
花
夢
パ
ル

花
泉
町
花
泉
字
伊
勢
沢
1
4
-
3

8
2
-
1
0
8
6
花
泉
5
区
の
一
部

○
○

〃
2
3
養
寿
寺

花
泉
町
花
泉
字
舘
前
9
1

8
2
-
4
7
0
7
花
泉
9
区

○
×

〃
2
4
花
泉
体
育
館

花
泉
町
老
松
字
水
沢
1
8
0

8
2
-
4
0
6
0
老
松
1
区
、
3
区

×
×

〃
2
5
花
泉
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー

花
泉
町
老
松
字
水
沢
1
9
3

8
2
-
4
0
0
0
老
松
2
区

○
○

〃
2
6
老
松
公
民
館

花
泉
町
老
松
字
藤
田
2
7
4
-
2

8
2
-
5
1
5
3
老
松
4
区

○
○

〃
2
7
老
松
小
学
校

花
泉
町
老
松
字
藤
田
2
1
5

8
2
-
3
3
2
5
老
松
5
区
、
6
区

×
×

〃
2
8
大
祥
寺

花
泉
町
老
松
字
水
沢
屋
敷
5
8

8
2
-
4
0
4
0
日
形
地
区
民
第
2
避
難
場
所

○
○

〃
2
9
日
形
公
民
館

花
泉
町
日
形
字
井
戸
沢
3
8
-
2

8
2
-
1
0
1
0
日
形
1
区
、
2
区
、
3
区

○
○

〃
3
0
日
形
小
学
校

花
泉
町
日
形
字
町
裏
1
3
1

8
2
-
1
0
0
0
日
形
4
区
、
5
区
、
6
区

×
×

〃
3
1
金
沢
小
学
校

花
泉
町
金
沢
字
下
寺
袋
1

8
2
-
3
3
2
3
金
沢
1
区
、
3
区
、
6
区

×
×

〃
3
2
金
沢
公
民
館

花
泉
町
金
沢
字
大
柳
5
6

8
2
-
2
9
5
4
金
沢
2
区

○
○

〃
3
3
刈
生
沢
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

花
泉
町
金
沢
字
中
屋
敷
3
8

8
2
-
3
3
2
4
金
沢
4
区
、
5
区

○
×

〃
3
4
宝
持
院

花
泉
町
金
沢
字
大
柳
6
1

3
2
-
3
7
1
6
金
沢
7
区

○
×

〃
1
大
東
勤
労
者
体
育
セ
ン
タ
ー

大
東
町
大
原
字
川
内
3
5

7
2
-
3
3
0
9
大
原
地
区

×
×

2
バ
レ
ー
ボ
ー
ル
記
念
館

大
東
町
鳥
海
字
細
田
2
4

7
4
-
3
5
8
5
鳥
海
地
区

×
×

3
大
東
体
育
館

大
東
町
摺
沢
字
新
右
ェ
門
土
手
4
9
-
2
7
5
-
2
0
3
0
摺
沢
地
区

×
×

4
大
東
農
村
環
境
改
善
セ
ン
タ
ー

大
東
町
猿
沢
字
板
倉
5
7
-
1

7
6
-
2
2
2
0
猿
沢
地
区

×
○

5
渋
民
集
会
セ
ン
タ
ー

大
東
町
渋
民
字
小
林
2
9
-
2

7
5
-
2
7
0
6
渋
民
地
区

○
○

6
曽
慶
地
区
セ
ン
タ
ー

大
東
町
曽
慶
字
神
蔭
3
2
-
1

7
5
-
2
2
4
4
曽
慶
地
区

○
○

7
大
東
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
セ
ン
タ
ー

大
東
町
摺
沢
字
街
道
下
2
5
-
3

7
5
-
2
2
2
9
摺
沢
地
区

○
○

8
大
東
勤
労
青
少
年
ホ
ー
ム

大
東
町
摺
沢
字
新
右
ェ
門
土
手
1
3
-
6
7
5
-
2
2
2
9
摺
沢
地
区

○
○

9
摺
沢
小
学
校

大
東
町
摺
沢
字
観
音
堂
2
5

7
5
-
2
2
3
4
摺
沢
地
区

×
○

1
0
旧
天
狗
田
小
学
校
屋
内
体
育
館

大
東
町
沖
田
字
峰
岸
1
4

無
沖
田
地
区

×
×

1
1
旧
中
川
小
学
校
屋
内
体
育
館

大
東
町
中
川
字
中
大
畑
9
8

無
中
川
地
区

×
×

1
2
旧
丑
石
小
学
校
屋
内
体
育
館

大
東
町
鳥
海
字
上
野
1
0
5
-
3

無
鳥
海
地
区

×
×

1
3
大
東
中
学
校

大
東
町
摺
沢
字
上
堺
ノ
沢
2
1
-
1

7
5
-
2
5
9
3
摺
沢
地
区

×
○

大 東 地 域花 泉 地 域
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畳
炊
事
施
設

1
小
田
梅
田
自
治
会
館

千
厩
町
千
厩
字
西
小
田
2
3
6
-
2

5
2
-
2
6
4
6
5
区
の
一
部
(
梅
田
・
古
ケ
口
以
外
）

○
○

2
県
立
千
厩
高
等
技
術
専
門
学
校

千
厩
町
千
厩
字
神
ノ
田
6
0
-
1

5
2
-
2
1
2
5
５
区
の
一
部
(
梅
田
・
古
ケ
口
）
1
-
2
区
の
一
部

×
×

3
千
厩
農
村
勤
労
福
祉
セ
ン
タ
ー

千
厩
町
千
厩
字
町
浦
9
7
-
1

5
2
-
2
8
8
5
1
-
1
の
一
部
(
境
田
・
久
保
田
・
駒
ノ
沢
・
八
ツ
尾
沢
）
1
-
3
の
一
部
(
境
田
・
久
保
田
・
舘
山
・
摩
王
以
外
）
○
×

4
千
厩
小
学
校

千
厩
町
千
厩
字
北
方
1
0
5
-
1

5
3
-
2
1
4
5
1
-
1
の
一
部
(
境
田
・
久
保
田
・
駒
ノ
沢
・
八
ツ
尾
沢
以
外
）
1
-
3
の
一
部
(
境
田
・
久
保
田
）
2
-
2
の
一
部
(
町
・
北
方
）
○
○

5
千
厩
商
工
会
館

千
厩
町
千
厩
字
町
浦
9
-
1
3

5
3
-
2
7
3
5
2
-
1
区
の
一
部
(
町
・
北
方
以
外
）

○
○

6
大
光
寺

千
厩
町
千
厩
字
宮
敷
8
9

5
2
-
2
0
2
3
2
-
2
区
の
一
部
(
宮
敷
）

○
○

7
千
厩
体
育
館

千
厩
町
千
厩
字
舘
山
5
0

5
2
-
2
3
6
9
1
-
2
区
の
一
部
(
摩
王
・
舘
山
）
1
-
3
区
の
一
部
(
摩
王
・
舘
山
）

×
×

8
千
厩
公
民
館

千
厩
町
千
厩
字
舘
山
5
0

5
2
-
2
3
0
9
2
-
2
区
の
一
部
(
前
田
・
舘
山
・
下
木
六
）

○
×

9
千
厩
町
武
道
館

千
厩
町
千
厩
字
舘
山
5
0

5
2
-
4
5
6
6
5
区
の
一
部
(
新
山
・
土
橋
・
中
上
）

○
×

1
0
岩
手
県
立
千
厩
高
等
学
校

千
厩
町
千
厩
字
石
堂
4
5
-
2

5
3
-
2
0
9
1
2
-
2
区
の
一
部
(
石
堂
・
四
日
町
）
2
-
3
区
の
全
部
4
区
の
一
部
(
石
堂
・
北
の
沢
・
鳥
羽
）

○
○

1
1
千
厩
保
育
園

千
厩
町
千
厩
字
宮
田
2
3

5
3
-
2
1
3
2

○
○

1
2
千
厩
中
学
校

千
厩
町
千
厩
字
上
駒
場
1
9
5
-
5

5
3
-
2
1
4
6
3
区
の
全
部

○
○

1
3
神
子
ノ
沢
集
会
所

千
厩
町
千
厩
字
神
子
ノ
沢

5
2
-
3
1
9
0
5
区
の
一
部
(
竹
原
・
神
子
ノ
沢
）

○
○

1
4
千
厩
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー

千
厩
町
千
厩
字
前
田
5
4
-
1

5
2
-
4
5
7
3
4
区
の
一
部
(
下
木
六
）

○
○

1
5
木
六
自
治
会
館

千
厩
町
千
厩
字
下
木
六
1
5

5
2
-
4
5
7
3
4
区
の
一
部
(
上
木
六
・
中
木
六
）

○
○

1
6
千
厩
み
な
み
交
流
セ
ン
タ
ー

千
厩
町
小
梨
字
落
合
1
7
7

5
3
-
2
1
4
4
7
・
8
区
の
全
部

○
○

1
7
小
梨
小
学
校

千
厩
町
小
梨
字
時
ノ
沢
1
0
9
-
2

5
3
-
2
1
4
2
9
、
1
0
区
の
全
部

×
○

1
8
小
梨
公
民
館

千
厩
町
小
梨
字
堂
ケ
崎
3
0
-
5

5
2
-
2
4
9
6
6
区
の
一
部
（
宇
南
・
白
幡
・
中
長
者
・
長
橋
・
新
田
・
水
抜
沢
・
猫
沢
・
鼠
沢
・
上
荒
井
）
○
○

1
9
小
梨
体
育
館

千
厩
町
小
梨
字
堂
ケ
崎
3
1
-
7

5
2
-
2
4
9
6
6
区
の
一
部
（
館
前
・
小
山
）

×
○

2
0
洞
雲
寺

千
厩
町
小
梨
字
館
前
8
1

5
2
-
2
8
2
2

○
×

2
1
清
田
小
学
校

千
厩
町
清
田
字
境
1
7
1
-
2

5
2
-
2
6
2
2
1
1
・
1
2
区
の
全
部

×
○

2
2
千
厩
農
村
環
境
改
善
セ
ン
タ
ー

千
厩
町
千
厩
字
上
駒
場
3
6
0
-
4

5
2
-
5
7
8
5
1
3
区
の
全
部

○
○

2
3
大
平
集
落
セ
ン
タ
ー

千
厩
町
奥
玉
字
大
森
5
-
3

5
6
-
2
9
5
4
1
4
区
の
全
部

○
○

2
4
宝
築
集
落
セ
ン
タ
ー

千
厩
町
奥
玉
字
北
ノ
沢
3
-
1

5
6
-
2
4
0
1
1
5
区
の
全
部

○
○

2
5
奥
玉
ふ
る
さ
と
セ
ン
タ
ー

千
厩
町
奥
玉
字
中
日
向
2
3
2
-
2

5
6
-
2
9
5
0
1
6
区
の
一
部
(
登
戸
）

○
○

2
6
維
新
館

千
厩
町
奥
玉
字
中
日
向
2
3
2
-
2

5
6
-
2
9
5
0

○
○

2
7
中
日
向
会
館

千
厩
町
奥
玉
字
石
ノ
御
前
2
8
5
-
3
5
6
-
2
3
0
5

○
○

2
8
奥
玉
小
学
校

千
厩
町
奥
玉
字
宿
下
9
4
-
1

5
6
-
2
3
2
1
1
7
区
の
一
部
(
寺
ノ
沢
・
宿
下
以
外
）

○
○

2
9
奥
玉
保
育
園

千
厩
町
奥
玉
字
宿
下
4
4
-
1

5
6
-
2
8
2
1
1
7
区
の
一
部
(
宿
下
）

○
○

3
0
三
沢
自
治
会
館

千
厩
町
奥
玉
字
三
沢
1
0
2

5
6
-
2
9
5
2

○
○

3
1
安
養
寺

千
厩
町
奥
玉
字
寺
ノ
沢
5

5
6
-
2
8
8
5
1
7
区
の
一
部
(
寺
ノ
沢
）

○
○

3
2
地
蔵
院

千
厩
町
奥
玉
字
上
川
原
4
3

5
6
-
2
7
5
5
1
8
区
の
一
部
(
上
川
原
・
土
樋
・
竹
ノ
下
）

○
○

3
3
天
ケ
森
会
館

千
厩
町
奥
玉
字
坂
下
3
3

無
1
8
区
の
一
部
(
上
川
原
・
土
樋
・
竹
ノ
下
以
外
）

○
○

3
4
町
下
会
館

千
厩
町
奥
玉
字
立
石
沢
3
5
7
-
1

5
2
-
2
3
0
9
1
9
区
の
全
部

○
○

3
5
寺
崎
前
構
造
改
善
セ
ン
タ
ー

千
厩
町
奥
玉
字
北
ノ
沢
1
-
2

5
6
-
2
4
3
1
2
0
区
の
全
部

○
○

3
6
花
貫
自
治
会
館

千
厩
町
奥
玉
字
花
貫
2
-
1

無
2
1
区
の
全
部

○
○

3
7
仏
坂
集
落
セ
ン
タ
ー

千
厩
町
磐
清
水
字
関
上
8
4
-
1

無
2
2
区
の
一
部
（
鷹
ノ
巣
を
除
く
）

○
○

3
8
鷲
嶺
庵

千
厩
町
磐
清
水
字
関
上
1
3
9

5
2
-
5
5
0
4
2
2
区
の
一
部
（
鷹
ノ
巣
）

○
○

3
9
磐
清
水
文
化
セ
ン
タ
ー

千
厩
町
磐
清
水
字
蒲
沢
7
5
-
3

5
3
-
2
8
5
0
2
3
区
の
一
部
(
二
本
松
・
境
田
）

○
○

4
0
磐
清
水
体
育
館

千
厩
町
磐
清
水
字
蒲
沢
7
5
-
3

5
3
-
2
3
7
9
2
3
区
の
一
部
(
峯
山
・
萩
生
田
・
蒲
沢
）

×
○

4
1
磐
清
水
小
学
校

千
厩
町
磐
清
水
字
蒲
沢
7
2
-
2

5
2
-
2
8
4
9
2
3
区
の
一
部
(
荻
生
田
以
外
）

×
○

4
2
葉
山
集
落
セ
ン
タ
ー

千
厩
町
磐
清
水
字
葉
山
6
2
-
2
2

無
2
3
区
の
一
部
(
葉
山
・
島
越
・
後
山
・
関
代
・
姥
田
）

○
○

4
3
永
沢
寺

千
厩
町
磐
清
水
字
荻
生
田
1
2
4

5
2
-
5
4
3
3
2
3
区
の
一
部
(
荻
生
田
）

○
○

4
4
に
ご
り
ぬ
ま
会
館

千
厩
町
磐
清
水
字
新
谷
3
8

5
2
-
4
1
8
3
2
4
区
の
一
部
(
蓬
田
・
松
森
・
北
方
以
外
）

○
○

4
5
安
楽
寺

千
厩
町
磐
清
水
字
松
森
1
5

5
2
-
5
4
6
2
2
4
区
の
一
部
(
蓬
田
・
松
森
・
北
方
）

○
○

1
東
山
総
合
体
育
館

東
山
町
長
坂
字
西
本
町
2
1
2
-
1

3
5
-
1
1
4
1
松
川
3
区
、
4
区

×
×

2
東
山
ふ
る
さ
と
セ
ン
タ
ー

東
山
町
長
坂
字
西
本
町
9
8

4
7
-
2
7
2
6
長
坂
4
区

○
○

3
東
山
中
学
校

東
山
町
長
坂
字
北
山
谷
6
0

4
7
-
2
1
0
8
羽
根
掘
、
長
坂
3
区

×
×

4
げ
い
び
レ
ス
ト
ハ
ウ
ス

東
山
町
長
坂
字
町
3
7
6

4
7
-
3
3
5
5
町

○
○

5
東
山
観
光
ホ
テ
ル

東
山
町
長
坂
字
町
4
3
6

4
7
-
2
2
1
1
松
川
7
区

○
○

6
里
前
集
会
所

東
山
町
長
坂
字
里
前
5
6
-
3

無
長
坂
8
区
、
9
区

○
○

7
東
山
農
村
勤
労
福
祉
セ
ン
タ
ー

東
山
町
松
川
字
滝
ノ
沢
1
2
9
-
6

4
7
-
4
3
2
7
松
川
5
区

○
○

8
東
北
鉄
興
社

東
山
町
松
川
字
野
平
1
5
9

4
8
-
2
3
1
1
松
川
6
区

×
×

9
旧
愛
国
電
線
工
業
所

東
山
町
松
川
字
地
蔵
平
1
5
6
-
1

4
8
-
2
5
6
0
松
川
1
、
２
、
９
、
1
0
区

×
×

電
話
番
号

施
設
状
況
備
考

避
難
対
象
地
域

所
在
地

東 山 地 域地
域

千 厩 地 域

避
難
場
所

番
号
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畳
炊
事
施
設

電
話
番
号

施
設
状
況
備
考

避
難
対
象
地
域

地
域

避
難
場
所

番
号

所
在
地

1
浜
横
沢
小
学
校

室
根
町
折
壁
字
中
谷
地
8
2

6
4
-
2
1
0
3
折
壁
地
区

×
○

2
折
壁
小
学
校

室
根
町
折
壁
字
大
里
1
4
0

6
4
-
2
1
0
4
折
壁
地
区

×
○

3
室
根
体
育
館

室
根
町
折
壁
字
向
山
8
5

6
4
-
2
6
1
1
折
壁
地
区

×
○

4
室
根
中
学
校

室
根
町
矢
越
字
五
反
田
7
3

6
4
-
2
1
3
1
矢
越
地
区

×
○

5
上
折
壁
小
学
校

室
根
町
矢
越
字
千
刈
田
7
9
-
2

6
4
-
2
1
0
6
矢
越
地
区

×
○

6
釘
子
小
学
校

室
根
町
矢
越
字
沼
田
7
8
-
2

6
4
-
2
1
0
5
矢
越
地
区

×
○

7
津
谷
川
小
学
校

室
根
町
津
谷
川
字
上
川
原
1
9

6
5
-
2
2
2
0
津
谷
川
地
区

×
○

1
川
崎
中
学
校

川
崎
町
薄
衣
字
上
段
1

4
3
-
3
1
1
5
川
崎
町
全
地
域

×
○

2
薄
衣
小
学
校

川
崎
町
薄
衣
字
泉
台
5
0

4
3
-
3
1
1
3
川
崎
町
全
地
域

×
×

3
門
崎
小
学
校

川
崎
町
門
崎
字
宮
畑
5

4
3
-
3
1
1
7
川
崎
町
全
地
域

×
×
一
時
集
合
場
所

大
洪
水
の
場
合
使
用
不
能

4
川
崎
老
人
憩
い
の
家
笠
松
荘

川
崎
町
薄
衣
字
泉
舘
1
4
3

4
3
-
3
1
2
3
川
崎
町
全
地
域

○
○

5
川
崎
農
村
女
性
の
家
い
ぶ
き
会
館

川
崎
町
薄
衣
字
天
蕨
1
-
7

4
3
-
4
1
2
7
川
崎
町
全
地
域

○
○

6
川
崎
農
村
環
境
改
善
セ
ン
タ
ー

川
崎
町
薄
衣
字
諏
訪
前
1
3
7

4
3
-
2
1
1
1
川
崎
町
全
地
域

○
×

川 崎 地 域室 根 地 域
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木舟 ｱﾙﾐﾎﾞｰﾄ ＦＲＰ ｺﾞﾑﾎﾞｰﾄ 船外機

一関西消防署 一関市消防本部

1 1 一関西消防署

一関市山目字中野140-3 電話　25-0119

一関西消防署平泉分署 一関市消防本部

1 1 一関西消防署平泉分署

西磐井郡平泉町鈴沢66-1 電話　46-0119

一関南消防署 一関市消防本部

1 1 一関南消防署

一関市花泉町涌津字下原263 電話　82-0119

一関南消防署藤沢分署 一関市消防本部

1 1 一関南消防署藤沢分署

東磐井郡藤沢町藤沢字町裏170-3 電話　63-0119

一関東消防署川崎分署 一関消防本部

1 1 2 一関東消防署川崎分署

一関市川崎町薄衣字町裏65--5 電話　43-0119

一関北消防署東山分署 一関市消防本部

1 1 一関北消防署東山分署

一関市東山町長坂字羽根堀123-1 電話　47-0119

河川防災ステーション 一関市消防本部

1 4 一関西消防署

一関市中里字沖田地内 電話　25－0119

一関第１分団第３部 一関市消防本部

1 1 一関西消防署

一関市三関字桜町75-6 電話　25－0119

一関第２分団第８部屯所 一関市保健福祉部

3 社会福祉課

一関市中里字雲南13-1 電話　21－2111

旧厳美公民館 一関市保健福祉部

1 社会福祉課

一関市厳美町字南滝ノ上1-0 電話　21－2111

一関第6分団第1部屯所 一関市消防本部

1 1 一関西消防署

一関市弥栄字梅ヶ崎50-18 電話　25－0119

一関第6分団第3部屯所 一関市消防本部

1 1 一関西消防署

一関市弥栄字運南田193－2 電話　25－0120

一関市保健福祉部

1 社会福祉課

一関市弥栄字茄子沢31 電話　21－2111

一関第７分団第４部屯所 一関市消防本部

1 1 一関西消防署

一関市舞川字小戸31-1 電話　25－0119

災害用救助舟艇保管場所一覧

連絡先保管場所
区
分

一
関
市
消
防
本
部

一
　
関
　
地
　
域

種　　　　別
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木舟 ｱﾙﾐﾎﾞｰﾄ ＦＲＰ ｺﾞﾑﾎﾞｰﾄ 船外機

災害用救助舟艇保管場所一覧

連絡先保管場所
区
分

種　　　　別

川崎防災センター 一関市消防本部

1 一関東消防署川崎分署

一関市川崎町薄衣字如来地100 電話 0191-43-0119

川崎第1分団第1部町裏屯所 一関市消防本部

1 一関東消防署川崎分署

一関市川崎町薄衣字町裏65‐5 電話 0191-43-0119

薄衣字加妻(伊藤正吉所有地） 一関市消防本部

2 一関東消防署川崎分署

一関市川崎町薄衣字加妻95 電話 0191-43-0119

川崎第１分団第３部高成屯所 一関市消防本部

1 一関東消防署川崎分署

一関市川崎町字矢作前34-3 電話 0191-43-0119

川崎第１分団第４部巻畑屯所 一関市消防本部

1 1 一関東消防署川崎分署

一関市川崎町薄衣字南新山4-7 電話 0191-43-0119

薄衣字玉崎 一関市消防本部

2 一関東消防署川崎分署

一関市川崎町字薄衣字高舘32 電話 0191-43-0119

川崎第２分団第１部針山屯所 一関市消防本部

1 一関東消防署川崎分署

一関市川崎町門崎字渡戸186-21 電話 0191-43-0119

川崎第２分団第１部銚子屯所 一関市消防本部

1 1 一関東消防署川崎分署

一関市川崎町門崎字銚子404-1 電話 0191-43-0119

川崎第２分団第１部神平屯所 一関市消防本部

1 1 一関東消防署川崎分署

一関市川崎町門崎字神平93 電話 0191-43-0119

門崎字官紅 一関市消防本部

1 一関東消防署川崎分署

一関市川崎町門崎舘畑365-6地先 電話 0191-43-0119

門崎字妻神 一関市消防本部

2 一関東消防署川崎分署

一関市川崎町門崎字岩畑109 電話 0191-43-0119

川
　
崎
　
地
　
域
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公用負担命令権限証 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

公用負担命令票 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
第 号 
  

公用負担命令権限証 
 
氏名 ○○○○ 

上記の者に、区域における水防法（昭和 24
年法律第 193号）第 28条第１項の権限行使を
委託したことを証明する。 

 
 
平成 年 月 日 

 
       一関市長 

     浅 井 東兵衛  印 

 

第 号 

公用負担命令票 

目的物   種類 

負担の 

   使用   収用   処分 

内容 

平成 年 月 日 

一関市長 浅 井 東兵衛 印 

事務取扱者 ○○○○   印 

 ○○○○様 
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 優先通行標識 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
身分証票 

 
 表        裏 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

91cm 

赤 

 
 
 
白 

一  関  市 

61cm
 

 
第 号 

水防職員証 
 
所属機関名 
 
職氏名 
 
現住所 
 

年  月  日 生 
 年  月  日 交付 

 
所属機関の長 

 
       氏名         印 

 
注 意 

 
１ 本証は水防法第 49条第２項による証票
である。 

 
２ 本証の身分を失ったとき、その他不要に

なったときは必ず返納すること。 
 
３ 記載事項に変更があったときは、直ぐ訂

正を受けること 



様
式
第
1
号

大
型
普
通
大
型
普
通

ト
ラ
ッ
ク
ト
ラ
ッ
ク
ダ
ン
プ
ダ
ン
プ

自
　
動
　
車
　
保
　
有
　
状
　
況
　
調
　
査
　
表

事
業
所
名

特
殊
車

電
話

住
所

代
表
者
名
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様
式
第
2
号

器
資
材
名

業
者
名

単
価
数
量
単
価
数
量
単
価
数
量
単
価
数
量
単
価
数
量
単
価
数
量

水
防
器
資
材
業
者
　
調
査
表
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様
式
第
３
号
 

雨
 
量
 
観
 
測
 
記
 
録
 
表
 
 
 
 
 
 
 
№
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

観
測
開
始
 
平
成
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 
 
時
 
 
分
 
 

観
測
終
了
 
平
成
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 
 
時
 
 
分
 

 

観
測
所
名

 
観
測
所
名

 
観
測
所
名

 
観
測
所
名

 
観
測
所
名

 
月
 
日

 
時
 
 
間

 
時
間
雨
量

 
総

 雨
 量

 
時
間
雨
量

 
総

 雨
 量

 
時
間
雨
量

 
総

 雨
 量

 
時
間
雨
量

 
総

 雨
 量

 
時
間
雨
量

 
総

 雨
 量

 

月
 
日

 
時
 
 
分

 
㎜

㎜
㎜

㎜
㎜

㎜
㎜

㎜
㎜

 
㎜
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様
式
第
４
号
 

○
 
○
 
川
 
水
 
位
 
観
 
測
 
記
 
録
 
表
 
 
 
 
 
 
№
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

観
測
開
始
 
平
成
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 
 
時
 
 
分
 
 

観
測
終
了
 
平
成
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 
 
時
 
 
分
 

 

観
測
所
名

 
観
測
所
名

 
観
測
所
名

 
観
測
所
名

 
観
測
所
名

 
観
測
所
名

 
観
測
所
名

 
観
測
所
名

 
観
測
所
名

 
月
 
日

 
時
 
 
間

 
水
 
位

 
水
 
位

 
水
 
位

 
水
 
位

 
水
 
位

 
水
 
位

 
水
 
位

 
水
 
位

 
水
 
位

 

月
 
日

 
時
 
 
分

 
ｍ

ｍ
ｍ

ｍ
 

ｍ
ｍ

ｍ
ｍ

 
ｍ
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様式第５号 

災 害 情 報 送 受 信 用 紙 

情報の種類 

発表年月日 

 

平成    年    月    日    時    分 現在 

発表機関  発信者  

受信機関  受信者  

受信開始時刻 時      分 受信終了時刻  

本               文 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

通 報 連 絡 し た 機 関 名 

     

     

     

     

     



様
式
第
６
号

 

水
 
防
 
活
 
動
 
実
 
施
 
報
 
告
 
書

 
 
所
属
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

水
防
活
動

 
使
 
用
 
資
 
材
 

 
区
分

 
活
動
延
人
員

 
主
要
資
材

 
そ
の
他
資
材

 
摘
 
要

 

月
 
 
日

 
 

 
 

 

月
 
 
日

 
 

 
 

 

月
 
 
日

 
 

 
 

 

月
 
 
日

 
 

 
 

 

月
 
 
日

 
 

 
 

 

計
 

 
 

 
 

 (作
成
要
領

) 
１

.「
主
要
資
材
」
欄
は
、
主
要
資
材
の
種
類
及
び
使
用
数
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

 
  

 主
要
資
材
：
俵
、
か
ま
す
、
布
袋
類
、
た
た
み
、
む
し
ろ
、
な
わ
、
竹
、
生
木
、
丸
太
、
く
い
、
板
類
、
鉄
線
、
釘
、
か
す
が
い
、
蛇
籠
、
置
石
及
び
土
砂

 
２

.「
そ
の
他
資
材
」
欄
は
、
主
要
資
材
以
外
の
資
材
の
種
類
及
び
使
用
数
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

 
 ３
．
備
考
欄
に
は
、
水
防
活
動
実
施
場
所
等
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

 
例
：
○
○
川
左
岸
△
橋
上
流

50
ｍ
地
点
 
□
工
法
実
施
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水
 
防
 
活
 
動
 
実
 
施
 
報
 
告
 
書

 
自
 
平
成
 
 
年
 
 
月
 
 
日

 

至
 
平
成
 
 
年
 
 
月
 
 
日

 

水
防
活
動

 
使
 
用
 
資
 
材
 
費

 
左
の
内
主
要
資
材

35
万
円
以
上
使
用
団
体

 

使
 
用
 
資
 
材
 
費

 
区
分

 
活
動
延
人
員

 
主
要
資
材

 
そ
の
他
資
材

 
計

 
主
要
資
材

 
そ
の
他
資
材

 
計

 

摘
 
要

 

月
分

 
 

 
 

 
 

 
 

月
分

 
 

 
 

 
 

 
 

月
分

 
 

 
 

 
 

 
 

月
分

 
 

 
 

 
 

 
 

月
分

 
 

 
 

 
 

 
 

計
 

 
 

 
 

 
 

 
 

(作
成
要
領

) 
1.
「
月
分
」
欄
は
、
当
該
期
間
の
調
査
対
象
月
数
に
応
じ
区
分
し
て
く
だ
さ
い
。

 
2.
「
主
要
資
材
」
欄
は
、
主
要
資
材
の
使
用
金
額
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

 
  

 主
要
資
材
：
俵
、
か
ま
す
、
布
袋
類
、
た
た
み
、
む
し
ろ
、
な
わ
、
竹
、
生
木
、
丸
太
、
く
い
、
板
類
、
鉄
線
、
釘
、
か
す
が
い
、
蛇
籠
、
置
石
及
び
土
砂

 
3.
「
そ
の
他
資
材
」
欄
は
、
主
要
資
材
以
外
の
資
材
の
使
用
金
額
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

 
4.
「
左
の
う
ち
主
要
資
材

35
万
円
以
上
使
用
団
体
分
」
の
各
欄
の
記
入
は
、
水
防
管
理
団
体
の
｢
累
計
｣
欄
の
み
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

 
5.

 該
当
な
い
場
合
は
、
そ
の
旨
記
入
願
い
ま
す
。

 
6.

 振
興
局
土
木
部
等
に
お
い
て
は
、
活
動
延
べ
人
員
数
の
記
入
は
不
要
で
す
。
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水防活動実施の報告について（昭和 61 年４月 30 日建設省河治発第 22 号） 

 

建設省河川局治水課長から土木部長あて 

 

 表記については、本年４月１日以降からは、下記により取り扱うこととしたので遺憾の

ないよう取り計らわれたい。 

記 

１ 洪水・高潮等に際して水防活動を実施したときは、別紙様式により報告すること。 

 

２ 報告日及び調査対象期間は、次によるものとする。 

 

 ① ６月 10 日 （１月１日～５月末日、（１月～５月）） 

 ② ８月 10 日 （    ～７月末日、（６月～７月）） 

 ③ 10 月 10 日 （    ～９月末日、（８月～９月）） 

 ④ １月 15 日 （    ～12 月末日、（10 月～12 月）） 

  ただし、当該期間において水防活動を行わない場合は、報告の必要はない。 

 

３ その他 

① 水防資材費の国庫補助申請にあたっては、水防活動実施報告に基づき申請すること。 

② 水防資材を購入した場合の購入証拠書類、備蓄水防資材を使用した場合の水防資材

受払簿及び水防活動を行った現地の写真等の整備を図ること。 

 

本通達に基づく報告のほか、「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」

（昭和 37 年法律第 150 号）の摘要が予想される場合は、異常気象等による特定の期間別の

実施状況等必要に応じ報告を求める場合があるので、照会があった場合は直ちに報告でき

る態勢を確立しておくこと。 
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様式第 7号 

水 防 功 労 者 推 せ ん 
 
水防隊員又はその他のものであって次の各号に該当するもの。 

 
ア 出水の危険又は水防実施に当り適切な措置および挺身敢斗して水害防止又は水害の軽減に優れた 
 
功績を挙げた者。 

 
イ 水防活動従事中任務に殉じた者又は負傷し疾病にかかり長期にわたって支障があるに至った者。 
 
個 人 功 労 調 査 

順 位
 
 

項 目
 
 

所 属 団 体 名

又 は 官 署 名

 
 
 
 

職業、住所、氏名

 
 
 

生 年 月 日

死  亡  年  月  日

 
年    月    日 

 
        年    月    日 

功 労 事 実

 
本欄は表彰採否の基となるので、できる限り具体的詳細に記載すること。 
従って長文となっても差支えない。もし具体性を欠くときは選択困難とな

るので、その点特に留意すること。 
 

略 歴

 
略歴中には水防に関する平時の貢献、状況等表彰の情状に関するものがあ

ればあわせて記載すること。 
 

賞 罰
 
 

遺 族
表彰状、その他の交付すべき遺族の氏名、生年月日、住所、続柄等につき

記載する。 
 




